
Title 墨家の孝説について : 儒家による批判を中心に

Author(s) 佐野, 大介

Citation 中国研究集刊. 2003, 34, p. 21-47

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61058

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



『
呂
氏
春
秋
』
に
「
孔
墨
之
後
学
、
顕
栄
於
天
下
者
衆
突
。
不

可
勝
数
。
」
（
仲
春
紀
、
当
染
）
と
あ
り
、
『
韓
非
子
』
に
「
世
之
顕

学
、
儒
墨
也
。
」
（
顕
学
）
と
あ
り
、
ま
た
孟
子
が
「
楊
朱
墨
雷
之

言
、
盈
天
下
。
」
（
『
孟
子
』
膝
文
公
下
）
と
嘆
い
た
よ
う
に
、
墨
家
は

先
秦
の
思
想
界
に
お
け
る
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
。
ま
た
続
け
て
、

孟
子
は
楊
墨
を
以
下
の
よ
う
に
非
難
す
る
。

は
じ
め
に

是
無
君
也
。

墨
氏
兼
愛
、

楊
氏
我
が
為
に
す
、
是
れ
君
を
無
み
す
る
な
り
。

愛
す
、
是
れ
父
を
無
み
す
る
な
り
。
無
父
無
君
、

な
り
。楊

氏
為
我
、

墨

氏

兼

是
れ
禽
獣

是
無
父
也
。

無
父

墨
家
の
孝
説
に
つ
い
て

儒
家
に
よ
る
批
判
を
中
心
に
l

中
国
研
究
集
刊
陽
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（
総
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号
）
平
成
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五
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十
二
月
ニ
―
ー
四
七
頁

こ
の
「
無
父
」
は
「
不
孝
」
を
表
す
表
現
で
あ
る
と
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
儒
家
で
あ
る
孟
子
か
ら
は
、
墨
家
の
主
張
は
「
不

孝
」
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
。
一
方

で
墨
家
に
よ
る
儒
家
に
対
す
る
非
難
に
目
を
転
ず
る
と
、
『
墨
子
』

非
儒
下
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

妻
を
取
る
に
身
ら
迎
え
、
祇
襴
し
て
僕
と
為
り
、
轡
を
乗
り

緩
を
授
く
る
は
、
厳
親
を
仰
ぐ
が
如
く
、
昏
礼
の
威
儀
は
祭

祀
を
承
く
る
が
如
し
。
上
下
を
顛
覆
し
、
父
母
に
悸
逆
す
。

下
り
て
妻
子
に
則
り
、
妻
子
上
り
て
事
親
を
侵
す
。
此
の
若

き
は
孝
と
謂
う
べ
け
ん
や
。

取
妻
身
迎
、
祇
樅
為
僕
、
乗
轡
授
緩
、
如
仰
厳
親
、
昏
礼

無
君
、
是
禽
獣
也
。
（
『
孟
子
』
膝
文
公
下
）

佐

野

大

介
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威
儀
、
如
承
祭
祀
゜
顛
覆
上
下
、
倖
逆
父
母
。
下
則
妻
子
、

妻
子
上
侵
事
親
、
若
此
可
謂
孝
乎
（
注
1
)
o
(

『
墨
子
』
非
儒
下
）

こ
こ
で
墨
家
は
、
儒
家
の
定
め
た
婚
礼
が
祖
先
祭
祀
な
み
に
丁

重
で
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
儒
家
の
礼
が
「
上
下
を
顛
覆
し
、

父
母
に
悸
逆
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
先
の
『
孟
子
』
は
、
墨
家
を
非
難
す
る
論
拠
と
し
て
、
墨
家

が
「
無
父
」
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
た
が
、
墨
家
が
儒
家
を
非

難
す
る
際
に
も
、
親
疎
の
別
を
楽
乱
す
る
こ
と
が
論
拠
と
さ
れ
て

お
り
、
双
方
共
に
相
手
を
「
不
孝
」
と
罵
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
互
い
に
相
手
の
「
孝
」
と
自
派
の
「
孝
」

と
は
異
な
る
も
の
だ
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
が
両
家
の
論
争
の

大
き
な
争
点
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
管

見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
墨
家
の
孝
説
に
つ
い
て
の
専
論
は
見
あ
た

ら
な
い
。
ま
た
、
「
孝
」
を
論
じ
る
上
で
墨
家
の
主
張
に
説
き
及
ん

だ
も
の
も
非
常
に
稀
で
あ
る
。

管
見
に
及
ん
だ
数
少
な
い
論
考
と
し
て
、
例
え
ば
康
学
偉
氏
の

『
先
秦
孝
道
研
究
』
（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
が
、
こ

れ
も
ほ
ぼ
全
編
に
渡
っ
て
儒
家
の
孝
説
に
関
し
て
論
じ
た
も
の
で

あ
り
、
墨
家
の
孝
説
に
関
し
て
は
、
儒
家
以
外
の
諸
子
の
一
例
と

し
て
僅
か
に
頁
を
割
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
注
2)°

氏
は
、
そ
の

中
で
孝
と
墨
家
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
孝
道
在
墨
家
思
想
体

系
中
並
不
占
有
恕
磨
重
要
的
地
位
，
｛
ヒ
作
為
社
会
的
普
通
倫
理
之

一
，
只
不
過
是
在
「
兼
愛
」
之
下
的
一
個
小
的
徳
目
（
孝
道
は
墨
家

の
思
想
体
系
の
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
地
位
を
占
め
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
社
会
の
普
通
の
倫
理
の
一
っ
と
さ
れ
、
「
兼
愛
」
の
下
の
―
つ
の
小
さ
な

徳
目
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
）
。
」
（
康
氏
前
掲
書
ニ
―
二
頁
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
墨
家
思
想
と
「
孝
」
と
は
深
い
関
係

を
有
し
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
渡
辺
卓
氏
が
「
孟
子
の
批
評
は
後
代
の
歴
史
を
通

じ
扇
動
・
宣
伝
と
し
て
こ
そ
功
奏
し
た
が
…
…
」
（
「
序
」
『
墨
子
』

上
、
集
英
社
、
昭
和
四
九
年
）
と
す
る
よ
う
な
、
『
孟
子
』
を
初
め
と

す
る
儒
家
の
「
扇
動
・
宣
伝
」
が
、
近
代
的
研
究
に
お
い
て
も
そ

の
影
瞥
の
余
波
を
保
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

墨
家
思
想
は
先
秦
に
お
け
る
一
大
勢
力
で
あ
り
、
当
時
の
思
想

状
況
を
考
え
る
上
で
無
視
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
墨
家
の
「
孝
」

観
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
中
国
に
お
け
る
孝
思
想
を
考
え
る
上

で
、
一
定
の
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
儒
家
に
よ
る
墨
家
批
判
の
妥
当
性
に
も
検

討
を
加
え
つ
つ
、
儒
墨
両
家
の
孝
説
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
の
上
で
、
儒
家
的
見
地
を
廃
し
た
立
場
か
ら
墨
家
の
孝
説
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
（
注
3
)
0

一
、
利
と
孝
と
の
関
係
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と
注
し
、
山
田
琢
氏
は
右
『
墨
子
校
釈
』
を
引
き
つ
つ
、
「
忠
孝
を

当
条
に
つ
い
て
、
梁
啓
超
は

ま
ず
、
『
墨
子
』
の
記
述
を
確
認
す
る
と
、
『
墨
子
』
に
は
、
経

篇
に
の
定
義
と
も
い
え
る
も
の
が
存
在
す
る
。

あ
い

孝
は
、
親
を
以
て
芥
と
為
し
、
能
く
親
を
利
す
る
を
能
く
す

る
も
、
必
ず
し
も
得
ら
れ
ず
。

孝
、
以
親
為
芥
、
而
能
能
利
親
、
不
必
得
。
（
『
墨
子
』
経
説

上）
言
う
こ
こ
ろ
は
、
忠
孝
、
皆
な
利
を
以
て
標
準
と
為
す
。
是

れ
墨
家
功
利
主
義
の
根
本
精
神
。
大
取
篇
云
え
ら
く
、
「
親
の

利
を
知
る
、
未
だ
孝
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
」
と
。

言
、
忠
孝
皆
以
利
為
標
準
。
是
墨
家
功
利
主
義
根
本
精
神
。

大
取
篇
云
、
知
親
之
一
利
、
未
為
孝
也
。
（
当
条
『
墨
子
校

釈』）

孝
は
、
親
を
利
す
る
な
り
。

孝
、
利
親
也
。
（
『
墨
子
』
経
上
）

利
に
よ
っ
て
説
く
と
こ
ろ
に
墨
家
の
実
利
本
位
を
見
る
。
」
（
『
墨
子

（
下
）
』
新
釈
漢
文
大
系
五
一
、
明
治
書
院
、
昭
和
六
二
年
、
四
四
六
頁
）

と
す
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
板
野
長
八
氏
が
「
要
す
る
に
、
墨
子
・

墨
家
に
於
て
は
仁
も
義
も
利
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

利
が
最
高
の
価
値
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
、
孔
孟
の

仁
義
は
孝
悌
を
本
と
す
る
も
の
、
又
は
孝
悌
そ
の
物
で
あ
っ
た
。
」

（
『
中
国
古
代
に
於
け
る
人
間
観
の
展
開
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
、
五

一
頁
）
と
し
、
曹
氏
が
、
「
但
儒
家
与
墨
家
的
分
水
領
，
前
者
的
愛

是
由
愛
父
母
為
起
点
為
基
礎
，
后
者
是
以
利
作
為
前
提
（
但
し
儒
家

と
墨
家
と
の
分
水
嶺
は
、
前
者
の
愛
が
父
母
を
愛
す
る
こ
と
を
起
点
•
基

礎
と
し
て
お
り
、
後
者
は
利
を
以
て
前
提
と
す
る
。
）
。
」
（
曹
氏
前
掲
書
、

―
―
九
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
墨
家
の
根
本
思
想
に
は
「
利
」
が
あ

り
、
墨
家
的
孝
が
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
ま

た
、
そ
こ
が
儒
家
と
の
根
本
的
な
違
い
で
も
あ
っ
た
（
注

4
)
0

た
だ
、
儒
家
的
孝
に
「
利
」
と
い
う
概
念
が
全
く
関
係
し
な
い

訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
孫
胎
譲
『
墨
子
間
詰
』
は
、
先
に
あ
げ

た
経
上
の
「
孝
、
利
親
也
。
」
に
注
し
て
、
儒
家
系
の
文
献
で
あ
る

『
新
書
』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

子
親
を
愛
利
す
。
之
を
孝
と
謂
う
。
孝
に
反
す
る
を
戟
と
為

す。
子
愛
利
親
謂
之
孝
、
反
孝
為
戟
。
（
『
新
書
』
道
術
）

(23) 



も
と
よ
り
、
閻
振
益
•
鍾
夏
の
『
新
書
校
注
』
が
当
条
に
『
漢

』
蛮
方
進
伝
注
を
引
き
「
愛
利
、
謂
仁
愛
而
欲
安
利
人
也
。
」

と
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
利
」
が
墨
家
の
「
利
」

と
全
く
同
じ
い
概
念
で
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
孝
」

と
「
利
」
と
が
全
く
相
容
れ
な
い
概
念
同
士
と
い
う
訳
で
な
い
こ

と
は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
5
)
0

と
は
い
え
、
儒
家
的
孝
観
で
は
孝
を
物
質
面
と
精
神
面
と
の
二

方
面
よ
り
成
る
も
の
と
考
え
、
精
神
面
を
よ
り
高
い
価
値
を
持
つ

も
の
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
論
語
』
に
、

子
源
孝
を
問
う
。
子
日
く
、
「
今
の
孝
は
是
れ
能
＜
養
う
を

謂
う
。
犬
馬
に
至
る
ま
で
皆
な
能
＜
養
う
こ
と
有
り
。
敬
せ

ざ
れ
ば
何
を
以
て
か
別
た
ん
や
。
」
と
。

子
荷
問
孝
。
子
日
、
今
之
孝
者
是
謂
能
養
。
至
於
犬
馬
皆

能
有
養
。
不
敬
何
以
別
乎
。
（
『
論
語
』
為
政
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
敬

(II
精
神
的
孝
）
」
を
欠
く
「
養

(II
物
質

的
孝
）
」
の
み
の
孝
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
儒
家
の
認
識
に
基
づ
い

て
い
る
。
非
難
の
対
象
で
あ
る
「
今
の
孝
」
で
す
ら
、
「
能
く
養
う
」

と
い
う
物
質
的
孝
は
既
に
完
遂
さ
れ
て
お
り
、
儒
家
に
と
っ
て
、

「
利
」
を
中
心
と
す
る
孝
は
、
論
じ
る
ま
で
も
な
い
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
『
塩
鉄
論
』
孝
養
篇
の
文
学
の
言
に
は
、
右
の
『
論
語
』

を
引
き
つ
つ
、

故
に
、
匹
夫
の
労
に
勤
め
て
、
猶
お
以
て
礼
に
順
う
に
足
る
。

歎
寂
、
水
を
飲
む
も
、
以
て
其
の
敬
を
致
す
に
足
る
。
…
…

親
に
事
え
て
孝
と
は
、
鮮
肴
を
謂
う
に
非
ず
。
亦
た
、
顔
色

を
和
ら
げ
、
意
を
承
け
礼
義
を
尽
く
す
の
み
。

故
匹
夫
勤
労
、
猶
足
以
順
礼
。
獣
寂
飲
水
、
足
以
致
其
敬
。

…
…
事
親
孝
者
、
非
謂
鮮
肴
也
。
亦
和
顔
色
、
承
意
尽
礼

義
而
已
芙
。
（
『
塩
鉄
論
』
孝
簑
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
物
質
的
孝
よ
り
も
精
神
的
孝
を
重
視
す
る

儒
教
的
な
孝
観
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
い
っ
た
立
場
か

ら
墨
家
的
孝
を
見
れ
ば
、
墨
家
の
言
う
「
利
」
を
前
提
と
し
た
孝

観
は
、
物
質
面
の
み
を
重
視
し
精
神
面
を
軽
視
し
た
、
不
十
分
な

も
の
と
捉
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
墨
家
の
い
う
孝
と
は
、
親
を
養
う
だ
け
の
も
の
で
は
な

、。
＞ヽ

意
そ
も
亦
た
其
の
言
に
法
り
、
其
の
謀
を
用
い
使
め
ば
、
厚

葬
久
喪
、
実
に
以
て
貧
を
富
ま
し
、
寡
を
衆
く
し
、
危
を
定

(24) 



め
乱
を
治
む
べ
か
ら
ざ
る
か
。
此
れ
仁
に
非
ず
義
に
非
ず
、

孝
子
の
事
に
非
ざ
る
な
り
。

意
亦
使
法
其
言
、
用
其
謀
、
厚
葬
久
喪
実
不
可
以
富
貧
衆

寡
、
定
危
理
乱
乎
、
此
非
仁
非
義
、
非
孝
子
之
事
也
、
為

人
謀
者
不
可
不
祖
也
。
（
『
墨
子
』
節
葬
下
）

つ
ま
り
、
·
衆
•
治
に
役
立
つ
こ
と
が
、
仁
で
あ
り
義
で
あ

り
孝
子
の
行
な
う
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
条
に
対
し

て
張
純
一
は
、
「
孝
不
孝
、
以
利
天
下
不
利
天
下
為
断
。
（
孝
不
孝
は
、

天
下
を
利
す
る
か
天
下
を
利
せ
ざ
る
か
を
以
て
断
を
為
す
。
）
」
（
当
条
『
墨

子
集
解
』
）
と
注
し
て
お
り
、
胡
饂
玉
も
当
条
を
引
き
、
「
墨
子
所
謂

孝
、
非
対
於
父
母
尽
其
葬
喪
之
礼
。
当
対
於
社
会
尽
其
輔
助
之
能

（
墨
子
の
謂
う
所
の
孝
は
、
父
母
に
対
し
て
其
の
葬
喪
の
礼
を
尽
す
に
非

ず
。
当
に
社
会
に
対
し
て
其
の
輔
助
の
能
を
尽
す
べ
し
。
）
。
」
（
『
墨
子
学
説
』

「
節
葬
短
葬
説
」
）
と
す
る
。
両
者
の
説
に
は
些
か
極
端
の
き
ら
い

は
あ
る
が
、
墨
家
的
孝
に
お
け
る
「
利
」
が
、
単
に
親
を
利
す
る

だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
広
く
天
下
を
も
視
点
に
い
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
点
で
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
兼
愛
下
に
は
、

然
り
而
し
て
、
天
下
の
兼
を
非
と
す
る
者
の
猶
お
未
だ

あ
た

止
ま
ず
。
日
く
、
「
意
そ
も
親
の
利
に
忠
ら
ず
し
て
孝
を
為
す

を
害
せ
ん
や
。
」
と
。

然
而
天
下
之
非
兼
者
之
言
、
猶
未
止
。

利
、
而
害
為
孝
乎
。
（
『
墨
子
』
兼
愛
下
）

日
、
意
不
忠
親
之

と
い
う
墨
家
に
対
す
る
非
難
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し

て
吉
永
慎
二
郎
氏
は
、
「
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
中
篇
と
同
様
の

〈
応
報
の
法
則
〉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
…
…
し
か
し
〈
応
報
の

法
則
〉
は
「
親
の
利
に
忠
な
ら
ず
」
に
は
答
え
得
る
が
、
「
孝
を
為

マ

マ

す
を
害
す
る
」
と
い
う
批
難
に
は
答
え
得
る
も
の
で
は
な
い
。
批

難
は
孝
を
原
理
と
す
る
血
縁
共
同
体
の
道
徳
か
ら
な
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
〈
応
報
の
法
則
〉
は
天
下
的
共
同
体
と
い
う
全
体
秩
序

の
論
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
局
は
「
孝
」
も
「
利
」

だ
と
し
て
有
機
的
全
体
秩
序
に
お
け
る
利
他
の
交
換
の
問
題
と
し

て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
墨
蛮
兼
愛
を
説
か
ず
」
『
集
刊
東
洋
学
』

第
六
七
号
、
一
九
九
二
年
）
と
す
る
。
「
孝
」
を
「
利
」
だ
と
措
定
す

れ
ば
、
「
親
の
利
に
忠
」
「
孝
を
為
す
を
害
す
る
」
の
両
方
を
「
利
」

に
関
す
る
問
題
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
墨
家
の
理
論
（
吉

永
氏
の
い
う
〈
応
報
の
法
則
〉
）
に
よ
っ
て
解
決
可
能
と
な
る
。

孟
子
が
「
墨
子
は
兼
愛
す
。
頂
よ
り
摩
り
て
踵
に
放
る
も
、
天

下
を
利
さ
ば
こ
れ
を
為
す
（
墨
子
兼
愛
。
摩
頂
放
踵
、
利
天
下
為
之
。
）
。
」

（
『
孟
子
』
尽
心
上
）
と
評
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
墨
家
の
視
線

は
「
天
下
的
共
同
体
と
い
う
全
体
秩
序
」
に
注
が
れ
て
お
り
、
儒

家
の
主
張
す
る
「
孝
を
原
理
と
す
る
血
縁
共
同
体
の
道
徳
」
は
、
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こ
こ
で
は
、
君
・
臣
・
父
・
子
・
兄
・
弟
に
、

そ
の
理
論
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
、
儒

家
的
孝
と
は
甑
甑
が
生
じ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
儒
家
の
墨
家
的
孝
批
判

そ
れ
ぞ
れ
徳
目

『
墨
子
』
に
見
ら
れ
る
孝
に
関
す
る
記
述
を
確
認
し
て
み
る
と
、

特
に
儒
家
の
説
と
麒
甑
す
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。

人
の
君
と
為
り
て
必
ず
恵
、
人
の
臣
と
為
り
て
必
ず
忠
、
人

の
父
と
為
り
て
必
ず
慈
、
人
の
子
と
為
り
て
必
ず
孝
、
人
の

兄
と
為
り
て
必
ず
友
、
人
の
弟
と
為
り
て
必
ず
悌
。
故
に
君

子
若
し
恵
君
・
忠
臣
・
慈
父
・
孝
子
・
友
兄
・
悌
弟
為
ら
ん

ご

と

と
欲
せ
ば
、
兼
の
行
な
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
当
若
き
は
、

此
れ
聖
王
の
道
に
し
て
、
万
民
の
大
利
な
り
。

為
人
君
必
恵
、
為
人
臣
必
忠
、
為
人
父
必
慈
、
為
人
子
必

孝
、
為
人
兄
必
友
、
為
人
弟
必
悌
。
故
君
子
莫
若
欲
為
恵

君
•
忠
臣
・
慈
父
・
孝
子
・
友
兄
・
悌
弟
、
当
若
兼
之
不

可
不
行
也
、
此
聖
王
之
道
、
而
万
民
之
大
利
也
。
（
『
墨
子
』

兼
愛
下
）

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

い
る
。
ま
た
、

子
に
対
応
す
る
徳
目
は
「
孝
」
と
な
っ
て

又
、
人
君
た
る
者
の
不
恵
な
る
、
臣
た
る
者
の
不
忠
な
る
、

ご
と

父
た
る
者
の
不
慈
な
る
、
子
た
る
者
の
不
孝
な
る
が
与
き
は
、

此
れ
又
た
天
下
の
害
な
り
。

又
、
与
為
人
君
者
之
不
恵
也
、
臣
者
之
不
忠
也
、
父
者
之

不
慈
也
、
子
者
之
不
孝
也
、
此
又
天
下
之
害
也
。
（
『
墨
子
』

兼
愛
下
）

と
あ
る
の
は
、
先
と
同
様
の
こ
と
を
裏
か
ら
言
っ
た
形
に
な
っ
て

お
り
、
儒
家
と
同
様
「
孝
」
が
望
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
人
間
関
係
の
立
場

毎
に
徳
目
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
「
父
慈
•
子
孝
・
兄
良
・

弟
弟
・
夫
義
・
婦
聴
•
長
恵
・
幼
順
•
君
仁
・
臣
忠
也
。
十
者
、

謂
之
人
義
。
」
（
『
礼
記
』
礼
運
）
な
ど
の
よ
う
に
儒
家
系
文
献
に
お

い
て
も
よ
く
見
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。

ま
た
、
『
漢
書
』
芸
文
志
は
墨
家
を
、

墨
家
者
流
、
蓋
し
清
廟
の
守
に
出
ず
。
茅
屋
采
橡
、
是
を
以

て
倹
を
貴
ぶ
。
三
老
五
更
を
養
い
、
是
を
以
て
兼
愛
す
。
士

を
選
び
て
大
射
し
、
是
を
以
て
賢
を
上
ぶ
。
厳
父
を
宗
祀
し
、
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と
あ
る
よ
う
に
、

子
』
の
記
述
か
ら
想
定
さ
れ
る
墨
家
像
と
は

た
っ
と

是
を
以
て
鬼
を
右
ぶ
。
四
時
に
順
い
て
行
な
い
、
是
を
以
て

し
め

命
を
非
と
す
。
孝
を
以
て
天
下
に
視
し
、
是
を
以
て
上
同
す
。

此
れ
其
の
長
ず
る
所
な
り
。
蔽
者
之
を
為
す
に
及
び
て
は
、

倹
の
利
を
見
、
因
り
て
以
て
礼
を
非
り
、
兼
愛
の
意
を
推
し
、

而
し
て
親
疏
を
別
つ
を
知
ら
ず
。

墨
家
者
流
、
蓋
出
於
清
廟
之
守
。
茅
屋
采
橡
、
是
以
貴
倹
。

養
三
老
五
更
、
是
以
兼
愛
。
選
士
大
射
、
是
以
上
賢
。
宗

祀
厳
父
、
是
以
右
鬼
。
順
四
時
而
行
、
是
以
非
命
。
以
孝

視
天
下
、
是
以
上
同
。
此
其
所
長
也
。
及
蔽
者
為
之
、
見

倹
之
利
、
因
以
非
礼
、
推
兼
愛
之
意
、
而
不
知
別
親
疏
。
（
『
漢

書
』
芸
文
志
）

と
評
価
す
る
。
こ
れ
は
、
当
条
の
顧
実
『
漢
書
芸
文
志
講
疏
』
に
、

其
の
余
、
「
養
三
老
五
更
」
、
「
選
士
大
射
」
、
「
宗
祀
厳
父
」
、

「
順
四
時
而
行
」
、
「
以
孝
視
天
下
」
、
一
も
孝
経
・
三
礼
に

附
会
し
て
之
が
辞
を
為
る
べ
か
ら
ざ
る
無
し
。

其
余
養
三
老
五
更
、
選
士
大
射
、
宗
祀
厳
父
、
順
四
時
而

行
、
以
孝
視
天
下
、
無
一
不
可
附
会
孝
経
三
礼
而
為
之
辞
。

（
当
条
『
漢
書
芸
文
志
講
疏
』
）

と
あ
る
。
墨
家
の
兼
愛
説
の
本
意
が
如
何
様
な
も
の
で
あ
っ
た
に

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
「
宗
祀
厳
父
」
「
以
孝
視
天
下
」

と
い
っ
た
く
だ
り
は
、
章
太
炎
も
「
若
し
墨
氏
の
本
指
に
由
り
て
、

以
て
萬
道
を
推
せ
ば
、
則
ち
正
に
孝
経
と
相
い
合
す
こ
と
符
契
の

如
き
な
り
（
若
由
墨
氏
本
指
、
以
推
萬
道
、
則
正
与
孝
経
相
合
如
符
契

也
。
）
。
」
（
「
孝
経
本
夏
法
説
」
『
音
蘭
室
札
記
』
巻
三
）
と
し
て
お
り
、

こ
れ
が
儒
家
系
文
献
に
対
す
る
評
価
で
あ
っ
た
と
し
て
も
違
和
感

を
感
じ
さ
せ
な
い
程
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
具
体
的
に
墨
家
的

孝
と
儒
家
的
孝
と
に
は
ど
う
い
っ
た
点
に
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
『
墨
子
』
の
主
要
な
主
張
の

―
つ
に
、
「
兼
愛
」
が
あ
る
。
兼
愛
下
篇
に
は
、
「
兼
士
」
の
言
と

し
て
、

日
く
、
「
吾
聞
く
天
下
に
高
士
た
る
者
、
必
ず
其
の
友
の
身
の

為
に
す
る
こ
と
、
其
の
身
の
為
に
す
る
が
若
く
、
身
友
の
親

の
為
に
す
る
こ
と
、
其
の
親
の
為
に
す
る
が
若
し
。
然
る
後

に
以
て
天
下
に
高
士
た
る
べ
し
」
と
。

日
、
吾
聞
為
高
士
於
天
下
者
、
必
為
其
友
之
身
、
若
為
其

身
、
為
身
友
之
親
、
若
為
其
親
、
然
後
可
以
為
高
士
於
天

下
。
（
『
墨
子
』
兼
愛
下
）
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せ
よ
、
こ
の
一
文
が
儒
家
に
親
疎
の
別
を
否
定
す
る
も
の
と
捉
え

ら
れ
た
の
は
、
あ
る
程
度
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
（
注
6
)
0

そ
こ
で
、
こ
う
い
っ
た
墨
家
の
主
張
に
対
し
て
、
『
孟
子
』
を
始

め
と
し
て
、
儒
家
的
孝
の
観
点
か
ら
激
し
い
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
。

『
孝
経
』
に
は
、

故
に
其
の
親
を
愛
せ
ず
し
て
他
人
を
愛
す
る
者
、
之
を
悸
徳

と
謂
う
。
其
の
親
を
敬
せ
ず
し
て
、
他
人
を
敬
す
る
者
、
之

を
悸
礼
と
謂
う
。

故
不
愛
其
親
而
愛
他
人
者
、
謂
之
悸
徳
。
不
敬
其
親
而
敬

他
人
者
、
謂
之
悸
礼
。
（
『
孝
経
』
孝
優
劣
章
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
接
墨
家
を
名
指
し
し
た
言
で
は
な
い
が
、

親
疎
の
別
を
軽
ん
じ
る
者
に
対
す
る
非
難
と
な
っ
て
お
り
、
墨
家

的
孝
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
時
代
は
下
っ
て
も
、
儒
家
に
よ
る
兼
愛
説
へ
の
非
難
が

そ
の
ま
ま
墨
家
的
孝
へ
の
非
難
と
さ
れ
、
そ
の
論
旨
に
大
き
な
変

化
は
み
ら
れ
な
い
。
朱
子
は
先
に
あ
げ
た
子
』
に
つ
い
て
、

墨
子
は
愛
に
差
等
な
し
。
そ
の
至
親
を
視
る
こ
と
衆
人
に
異

な
る
な
し
。
故
に
父
を
無
み
す
。
父
を
無
み
し
君
を
無
み
せ

ば
、
則
ち
人
道
滅
絶
す
。
是
れ
亦
た
禽
獣
の
み
。

な

ん

問
う
、
「
墨
氏
兼
愛
」
、
何
逮
ぞ
無
父
に
至
ら
ん
。
日
く
、
…

…
蓋
し
他
既
に
兼
愛
を
欲
せ
ば
、
則
ち
其
の
父
母
を
愛
す
る

や
必
ず
疏
。
其
の
孝
や
周
＜
至
ら
ず
。
無
父
に
非
ず
し
て
何

ぞ
や
。問

、
墨
氏
兼
愛
、
何
逮
至
於
無
父
。
日
、
…
…
蓋
他
既
欲

兼
愛
、
則
其
愛
父
母
也
必
疏
゜
其
孝
也
不
周
至
。
非
無
父

而
何
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
第
五
五
、
孟
子
五
、
膝
文
公
下
）

と
す
る
。
こ
れ
は
、
金
谷
治
氏
が
「
そ
の
子
理
解
は
全
面
的
に

孟
子
の
批
判
を
踏
襲
し
て
い
る
。
」
（
「
墨
子
評
価
の
歴
史
」
『
新
釈
漢
文

大
系
』
第
五
十
巻
季
報
、
一
九
七
五
年
、
後
に
『
金
谷
治
中
国
思
想
論
集

中
巻
儒
家
思
想
と
道
家
思
想
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
と
す
る

よ
う
に
、
孟
子
の
言
と
ほ
ぼ
同
義
と
い
え
る
。
さ
ら
に
王
陽
明
は
、

問
う
、
程
子
云
え
ら
く
、
「
仁
は
天
地
万
物
を
以
て
体
と
為

す
。
」
と
。
何
す
れ
ぞ
墨
氏
の
兼
愛
、
反
り
て
之
を
仁
と
謂
う

と
し
、
ま
た
、
兼
愛
説
に
対
し
て
は
、

子
愛
無
差
等
、
而
視
其
至
親
無
異
衆
人
、

父
無
君
、
則
人
道
滅
絶
。
是
亦
禽
獣
而
已
゜

膝
文
公
下
）

故
無
父
。
無

（
『
孟
子
集
註
』
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前
章
で
は
儒
家
か
ら
の
墨
家
的
孝
へ
の
批
判
と
し
て
、
「
親
疎
の

別
を
無
み
す
る
」
と
い
う
も
の
を
あ
げ
た
が
、
康
氏
が
「
与
上
述

対
孝
道
的
総
体
認
識
相
連
繋
、
墨
子
強
烈
反
対
厚
葬
久
喪
（
上
述

ー
一
、
節
葬
論
と
そ
の
批
判

一
、
「
親
疎
の
別
」
と
節
葬
論
と
の
関
係

を
得
ざ
る
や
、
と
。
先
生
日
く
、
「
…
…
父
子
兄
弟
の
愛
は
便

ち
是
れ
人
心
の
生
意
の
発
端
の
処
、
…
…
墨
氏
の
兼
愛
は
差

等
無
し
。
将
に
自
ら
の
家
の
父
子
兄
弟
と
途
人
と
を
一
般
に

看
て
、
便
ち
自
ら
発
端
の
処
を
没
し
了
る
。
」
と
。

問
、
程
子
云
、
仁
者
以
天
地
万
物
為
一
体
。
何
墨
氏
兼
愛
、

反
不
得
謂
之
仁
。
先
生
日
…
…
父
子
兄
弟
之
愛
、
便
是
人

心
生
意
発
端
処
。
…
…
墨
氏
兼
愛
無
苦
等
。
将
自
家
父
子

兄
弟
与
途
人
一
般
看
。
便
自
没
了
発
端
処
。
（
『
伝
習
録
』
上

巻）

と
し
て
い
る
（
注
7
)
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
芸
文
志
」
の
記
述
か
ら
は

両
家
の
孝
観
に
大
き
な
違
い
を
見
い
だ
せ
な
い
が
、
儒
家
に
と
っ

て
墨
家
の
孝
は
、
そ
の
兼
愛
説
に
基
づ
き
、
親
疎
の
別
を
無
み
す

る
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
注
8
)
0

の
孝
道
に
対
す
る
総
体
的
な
認
識
と
関
連
し
て
、
墨
子
は
強
烈
に
厚
葬
久

喪
に
反
対
し
た
。
）
。
」
（
康
氏
前
掲
書
、
ニ
―
三
頁
）
と
す
る
、
墨
家
の

節
葬
論
に
対
し
て
も
同
様
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

刑
余
の
罪
人
の
喪
は
、
族
党
を
合
す
る
こ
と
を
得
ず
し
て
、

独
り
妻
子
の
み
を
属
し
、
棺
榔
三
寸
、
衣
会
三
領
、
棺
を
飾

る
を
得
ず
。
昼
行
く
を
得
ず
。
昏
殖
を
以
て
凡
縁
に
し
て
往

き
て
之
を
埋
め
、
反
り
て
哭
泣
の
節
無
く
、
衰
麻
の
服
無
く
、

親
疏
月
数
の
等
無
く
、
各
お
の
其
の
平
に
反
り
、
各
お
の
其

の
始
め
に
復
り
、
巳
に
葬
埋
す
れ
ば
、
喪
無
き
者
の
若
く
し

て
止
む
。
夫
れ
是
を
之
れ
至
辱
と
謂
う
。

刑
余
罪
人
之
喪
、
不
得
合
族
党
、
独
属
妻
子
、
棺
榔
三
寸
、

衣
会
三
領
、
不
得
飾
棺
、
不
得
昼
行
、
以
昏
殖
。
凡
縁
而

往
埋
之
、
反
無
哭
泣
之
節
、
無
衰
麻
之
服
、
無
親
疏
月
数

之
等
、
各
反
其
平
、
各
復
其
始
、
巳
葬
埋
、
若
無
喪
者
而

止
。
夫
是
之
謂
至
辱
。
（
『
荀
子
』
礼
論
）

こ
れ
は
、
「
刑
余
罪
人
之
喪
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
棺
榔
三
寸
」
「
衣
会
三
領
」
は
、
後
述
す
る
よ

う
に
『
墨
子
』
の
記
述
と
一
致
す
る
上
に
、
「
無
哭
泣
之
節
」
「
無

衰
麻
之
服
」
な
ど
も
墨
家
の
主
張
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

楊
注
は
当
条
を
、
「
此
れ
蓋
し
墨
子
の
薄
葬
を
論
ず
。
是
れ
至
辱
の
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道
を
以
て
君
父
に
奉
ず
る
な
り
。
（
此
蓋
論
墨
子
薄
葬
。
是
以
至
辱
之

道
奉
君
父
也
。
）
。
」
と
し
て
、
墨
子
に
対
す
る
非
難
を
込
め
た
文
章

で
あ
る
と
す
る
。
『
荀
子
』
の
礼
論
篇
は
、
「
故
に
儒
者
は
将
に
人

を
し
て
之
を
両
得
せ
し
め
ん
と
す
る
者
な
り
。
墨
者
は
将
に
人
を

し
て
之
を
両
喪
せ
し
め
ん
と
す
る
者
な
り
。
是
れ
儒
墨
の
分
な
り

（
故
儒
者
将
使
人
両
得
之
者
也
、
墨
者
将
使
人
両
喪
之
者
也
、
是
儒
墨
之

分
也
。
）
。
」
と
い
う
、
墨
家
に
対
す
る
儒
家
の
優
位
性
を
説
く
言
説

よ
り
始
ま
っ
て
お
り
、
礼
論
篇
が
墨
家
を
念
頭
に
お
い
て
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
荀
子

に
と
っ
て
墨
家
の
喪
制
は
、
「
親
疏
月
数
之
等
」
を
無
み
す
る
も
の

で
あ
り
、
「
刑
余
罪
人
之
喪
」
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
て
い
た
。

で
は
、
『
荀
子
』
が
非
難
す
る
墨
家
の
葬
喪
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
墨
子
』
の
葬
喪
に
関
す
る
記
述
を
確

認
す
る
。故

に
子
墨
子
い
て
日
く
、
「
今
、
天
下
の
士
君
子
、
…
…

故
よ
り
節
葬
の
政
を
為
す
が
当
若
き
は
、
此
を
察
せ
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
者
な
り
。
」
と
。

故
子
墨
子
言
日
「
今
天
下
之
士
君
子
、
…
…
故
当
若
節
喪

之
為
政
、
而
不
可
不
察
此
者
也
。
」
（
『
墨
子
』
節
葬
下
）

わ
す

聖
人
の
法
、
死
す
れ
ば
親
を
亡
る
る
は
、
天
下
の
為
に
す
る

な
り
。
親
に
厚
う
す
る
は
分
な
り
。
以
て
死
す
れ
ば
之
を
亡

る。
聖
人
之
法
、
死
亡
親
、
為
天
下
也
。
厚
親
、
分
也
、

亡
之
。
（
『
墨
子
』
大
取
）

以
死

こ
の
よ
う
に
、
墨
家
の
主
張
は
「
厚
葬
久
喪
」
を
否
定
し
、
い

わ
ば
「
薄
葬
短
喪
」
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
る
。
墨
家
が
節
葬
を

主
張
す
る
理
由
の
一
っ
と
し
て
、
そ
の
節
用
論
と
の
つ
な
が
り
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
早
く
は
『
荘
子
』
に
、

墨
雇
・
禽
滑
漿
…
…
非
楽
を
作
為
し
、
之
を
命
け
て
節
用
と

日
う
。
生
き
て
歌
わ
ず
、
死
し
て
服
無
し
。

墨
蛮
．
禽
滑
鼈
…
…
作
為
非
楽
、
命
之
日
節
用
。
生
不
歌
、

死
無
服
。
（
『
荘
子
』
天
下
）

と
あ
る
。
こ
の
見
解
は
現
在
に
お
い
て
も
学
界
の
定
説
と
な
っ
て

お
り
、
例
え
ば
胡
饂
玉
も
「
墨
子
節
葬
短
喪
を
主
張
す
。
亦
た
是

れ
節
用
の
義
を
承
け
て
来
る
（
墨
子
主
張
節
葬
短
喪
。
亦
是
承
節
用
之

義
而
来
。
）
。
」
（
「
節
葬
短
喪
説
」
『
墨
子
学
説
』
）
と
し
て
い
る
（
注
9
)
0

『
墨
子
』
の
否
定
す
る
「
厚
葬
久
喪
」
と
は
、
公
孟
篇
に
「
子

墨
子
程
子
に
謂
い
て
日
く
、
儒
の
道
以
て
天
下
を
喪
う
に
足
る
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者
、
四
政
あ
り
。
…
…
又
、
厚
葬
久
喪
、
重
ね
て
棺
榔
を
為
り
、

多
く
衣
会
を
為
り
、
死
を
送
る
こ
と
徒
る
が
若
く
、
三
年
哭
泣
し
、

扶
け
て
後
起
ち
、
杖
つ
き
て
後
行
き
、
耳
に
聞
く
無
く
、
目
に
見

る
な
し
、
此
れ
以
て
天
下
を
喪
う
に
足
る
：
…
•
（
子
墨
子
謂
程
子
日
、

儒
之
道
足
以
喪
天
下
者
、
四
政
焉
。
…
…
又
厚
葬
久
喪
、
重
為
棺
榔
、
多

為
衣
会
、
送
死
若
徒
、
三
年
哭
泣
、
扶
後
起
、
杖
後
行
、
耳
無
聞
、
目
無

見
、
此
足
以
喪
天
下
•
…
•
•
。
)
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、

儒
家
の
所
謂
「
三
年
の
喪
」
を
指
す
と
し
て
よ
い
。
つ
ま
り
こ
の

節
葬
論
は
儒
家
の
葬
礼
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
両
家
の
意
見
が
両
立
し
な
い
こ
と
は
、
早
く
か
ら
認
識
さ

れ
て
お
り
、
『
韓
非
子
』
は
は
っ
き
り
と
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る。

墨
者
の
葬
や
、
…
…
世
主
以
て
倹
と
為
し
之
を
礼
す
。
儒
者

家
を
破
り
て
葬
す
。
…
•
•
•
世
主
以
て
孝
と
為
し
て
之
を
礼

す
。
夫
れ
墨
子
の
倹
を
是
と
せ
ば
、
将
に
孔
子
の
修
を
非
と

す
べ
し
。
孔
子
の
孝
を
是
と
せ
ば
、
将
に
墨
子
の
戻
を
非
と

す
べ
し
。

墨
者
之
葬
也
、
…
…
世
主
以
為
倹
而
礼
之
。
儒
者
破
家
而

葬
、
…
…
世
主
以
為
孝
而
礼
之
。
夫
是
墨
子
之
倹
、
将
非

孔
子
之
修
也
。
是
孔
子
之
孝
、
将
非
墨
子
之
戻
也
。
（
『
韓

非
子
』
顕
学
）

で
は
、
両
家
の
葬
礼
は
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
考
え
る
た
め
、
墨
家
の
薄
葬
短
喪
が

具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
儒
家
が
そ
れ
を
ど
う
認
識

し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
現
存
す
る
『
墨
子
』
の
節

葬
論
の
中
心
を
な
す
の
は
節
葬
下
篇
で
あ
る
が
、
渡
辺
氏
が
「
節

葬
と
は
死
者
を
埋
蔵
す
る
儀
式
に
節
度
あ
ら
し
め
る
こ
と
を
い
う

が
、
こ
の
篇
自
体
の
内
容
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
埋
葬
の
あ
と
に

続
く
服
喪
に
対
し
て
も
同
様
な
要
請
を
含
ん
で
い
る
。
」
（
渡
辺
氏
前

掲
書
、
下
巻
三
五
五
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
に
は
、
儒
家

の
厚
葬
久
喪
の
逆
、
つ
ま
り
、
「
薄
葬
」
と
「
短
喪
」
と
の
二
つ
の

意
味
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
曹
輝
湘
『
墨
子
箋
』
に
「
吾
れ

墨
子
を
孜
う
る
に
、
世
を
誤
る
所
以
は
二
端
。
一
に
日
く
、
厚
葬
。

一
に
日
く
、
久
喪
。
二
者
、
当
に
分
け
て
之
を
論
ず
べ
し
。
」
（
節

葬
下
）
と
あ
る
。
暫
く
こ
の
意
見
に
従
い
、
葬
と
喪
と
の
二
方
面

よ
り
考
察
す
る
。

三
ー
ニ
、
厚
葬
と
薄
葬
と

先
ず
葬
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
墨
家
の
推
奨
す
る
薄
葬
短
喪

に
つ
い
て
具
体
的
に
示
す
記
述
は
、
節
用
篇
や
節
葬
篇
に
見
ら
れ

る
。
そ
の
う
ち
、
節
用
中
篇
の
記
述
は
、

(31) 



天
子
の
棺
は
四
重
゜

天
子
之
棺
四
重
。
（
『
礼
記
』
檀
弓
上

故
に
天
子
は
棺
榔
七
諸
侯
は
五
重
、
大
夫
は
三

は
再
重
、
然
る
後
、
皆
な
衣
会
に
多
少
厚
薄
の
数
有
り

故
天
子
棺
榔
七
重
、
諸
侯
五
重
、
大
夫
三
重
、
士
再
重
、

然
後
、
皆
有
衣
会
多
少
厚
薄
之
数
。
（
『
荀
子
』
礼
論
）

士

古
者
、
聖
王
節
葬
の
法
を
制
為
し
て
日
く
、
衣
は
三
領
、
以

て
肉
を
朽
ち
し
む
る
に
足
る
。
棺
は
三
寸
、
以
て
骸
を
朽
ち

し
む
る
に
足
る
。
堀
穴
は
深
さ
泉
流
に
通
ぜ
ず
、
発
洩
せ
ざ

れ
ば
則
ち
止
む
。
死
者
既
に
葬
れ
ば
、
生
者
久
喪
し
て
哀

を
用
う
る
母
し
。

古
者
聖
王
制
為
節
葬
之
法
日
、
衣
三
領
、
足
以
朽
肉
。
棺

三
寸
、
足
以
朽
骸
。
堀
穴
深
不
通
於
泉
、
流
不
発
洩
則
止
。

死
者
既
葬
、
生
者
母
久
喪
用
哀
。
（
『
墨
子
』
節
用
中
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
衣
が
三
領
で
あ
る
こ
と
、
棺
が
三
寸
で

あ
る
こ
と
、
等
の
具
体
的
な
点
は
各
篇
に
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
儒
家
の
葬
礼
で
は
、
一
例
と
し
て
、

君
は
大
棺
八
寸
、
属
六
寸
、
稗
四
寸
。
上
大
夫
は
大
棺
八
寸
、

属
六
寸
。
下
大
夫
は
大
棺
六
寸
、
属
四
寸
。
士
は
棺
六
寸
。

君
大
棺
八
寸
、
属
六
寸
、
稗
四
寸
。
上
大
夫
大
棺
八
寸
、

属
六
寸
。
下
大
夫
大
棺
六
寸
、
属
四
寸
。
士
棺
六
寸
。
（
『
礼

記
』
喪
大
記
）

な
ど
と
あ
り
、
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
細
か
に
礼
に
差
別
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
儒
家
の
葬
は
文
献
に
よ
り
様
々
な
説
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
儒
家
と
比
べ
、
墨
家
の
説
が
薄
葬
で
あ
る
こ
と
に

違
い
は
な
い
。

墨
家
の
主
張
す
る
「
薄
葬
」
に
は
、
棺
櫛
の
質
素
さ
と
副
葬
品

の
撤
廃
と
の
二
要
素
が
含
ま
れ
る
。
一
般
的
に
、
儒
家
系
文
献
に

記
さ
れ
る
葬
礼
で
は
棺
．
榔
の
厚
さ
や
数
に
差
別
を
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
貴
賎
の
別
を
示
す
が
、
墨
家
の
葬
礼
で
は
こ
れ
ら
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
注
10)°

棺
榔
の
羊

別
に
つ
い
て
、
『
墨
子
』
に
明
言
は
見
ら
れ
な
い
。
が
、
節
葬
下
に
、

萬
は
東
し
て
九
夷
に
教
え
、
道
に
死
し
会
稽
山
に
葬
ら
る
。

衣
会
三
領
、
桐
棺
三
寸
、
慈
以
て
之
を
鍼
す
。

萬
東
教
乎
九
夷
、
道
死
葬
会
稽
之
山
。
衣
会
三
領
、
桐
棺

三
寸
、
慈
以
鍼
之
。
（
『
墨
子
』
節
葬
下
）
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と
あ
り
、
「
聖
王
」
で
あ
る
萬
自
身
が
「
桐
棺
三
寸
」
を
用
い
て
葬

ら
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
を
、
先
に
あ
げ
た
節
用
中
で
「
聖
王
」
が

「
節
葬
の
法
を
制
為
し
て
」
「
棺
三
寸
」
を
民
に
示
し
て
い
た
こ
と

と
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
墨
家
の
主
張
す
る
葬
制
で
は
、
棺
の
厚
さ

は
民
に
せ
よ
聖
王
に
せ
よ
身
分
を
問
わ
ず
三
寸
で
あ
り
、
身
分
に

よ
る
差
別
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
荘
子
』
が
、

子
…
…
古
の
礼
楽
を
毀
つ
。
…
…
古
の
喪
礼
、
貴
賎
に
儀

有
り
、
上
下
に
等
有
り
。
天
子
棺
椰
七
重
、
諸
侯
五
重
、
大

夫
三
重
、
士
再
重
。
今
、
墨
子
独
り
生
き
て
歌
わ
ず
、
死
し

て
服
無
し
。
桐
棺
三
寸
に
し
て
榔
無
く
、
以
て
法
式
と
為
す
。

墨
子
…
…
毀
古
之
礼
楽
。
…
…
古
之
喪
礼
、
貴
賎
有
儀
、

上
下
有
等
、
天
子
棺
榔
七
重
、
諸
侯
五
重
、
大
夫
三
重
、

士
再
重
。
今
墨
子
独
生
不
歌
、
死
無
服
、
桐
棺
三
寸
而
無

榔
、
以
為
法
式
。
（
『
荘
子
』
天
下
）

と
し
て
、
「
古
之
喪
礼
」
を
身
分
に
よ
る
差
別
を
有
す
る
も
の
と
し

つ
つ
墨
家
の
「
桐
棺
三
寸
」
「
無
榔
」
と
対
比
し
て
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
こ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
で
、
「
古
之
喪
礼
」
と
墨
家
の
葬
礼
と
が
比
較
さ
れ
て
い
る

が
、
で
は
、
儒
家
は
墨
家
の
主
張
す
る
「
聖
王
制
為
節
葬
」
と
の

説
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
礼
記
』
は
先
王

有
虞
氏
は
瓦
棺
、
夏
后
氏
は
聖
周
、
殷
人
は
棺
榔
、
周
人
は

踏
し
て
婆
を
置
く
。

有
虞
氏
瓦
棺
、
夏
后
氏
型
周
、
殷
人
棺
榔
、
周
人
踏
置
萎
゜

（
『
礼
記
』
檀
弓
上
）

当
条
の
鄭
注
に
は
、
「
始
め
薪
を
用
い
ず
。
有
虞
氏
陶
を
上
ぶ
。

火
熟
、
型
と
日
う
。
土
を
焼
き
冶
し
、
以
て
棺
に
周
ら
す
な
り
。

或
い
は
之
を
土
周
と
謂
う
は
是
に
由
る
（
始
不
用
薪
也
。
有
虞
氏
上

陶
。
火
熟
日
型
。
焼
土
冶
以
周
於
棺
也
。
或
謂
之
土
周
由
是
也
。
）
。
」
と

あ
り
、
こ
の
記
述
か
ら
は
、
夏
制
で
は
土
製
の
「
型
」
を
用
い
て

埋
葬
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
『
墨
子
』
推
奨
の
葬
礼
が
「
聖

王
為
制
」
で
あ
る
と
の
主
張
は
肯
ん
じ
得
な
い
（
注
l
l
)
0

次
に
、
先
王
時
代
の
副
葬
品
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
、
『
荀
子
』
に
、

世
俗
の
説
を
為
す
者
日
く
、
「
太
古
、
薄
葬
す
。
棺
厚
三
寸
、

衣
会
三
領
、
葬
る
に
田
を
妨
げ
す
、
故
に
掘
ら
ざ
る
な
り
。

乱
今
、
厚
葬
し
て
棺
を
飾
る
、
故
に
掘
る
な
り
。
」
と
。
是
れ

治
道
を
知
る
に
及
ば
ず
し
て
、
拍
不
拍
を
察
せ
ざ
る
の
者
の

言
う
所
な
り
。
凡
そ
人
の
盗
む
や
、
必
ず
以
て
為
有
り
。
以

時
代
に
用
い
ら
れ
た
棺
椰
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
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て
不
足
に
備
う
る
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
有
余
を
重
ね
ん

と
す
る
な
り
。
而
れ
ど
も
聖
王
の
民
を
生
ず
る
や
、
皆
な
富

厚
優
猶
に
し
て
、
足
る
を
知
り
て
有
余
を
以
て
度
に
過
ぐ
る

こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
。
故
に
盗
は
籟
せ
ず
、
賊
は
刺
せ
ず
、

…
…
珠
玉
体
に
満
ち
、
文
繍
棺
に
充
ち
、
黄
金
榔
に
充
ち
…

…
と
雖
も
、
人
猶
お
之
を
拍
る
莫
き
な
り
。

世
俗
之
為
説
者
日
、
太
古
薄
葬
、
棺
厚
三
寸
、
衣
会
三
領
、

葬
田
不
妨
田
、
故
不
掘
也
。
乱
今
厚
葬
飾
棺
、
故
担
也
。

是
不
及
知
治
道
、
而
不
察
於
拍
不
拍
者
之
所
言
也
。
凡
人

之
盗
也
、
必
以
有
為
、
不
以
備
不
足
、
則
以
重
有
余
也
。

而
聖
王
之
生
民
也
、
皆
使
富
厚
優
猶
知
足
、
而
不
得
以
有

余
過
度
。
故
盗
不
嶺
、
賊
不
刺
…
…
。
雖
珠
玉
満
体
、
文

繍
充
棺
、
黄
金
充
榔
、
…
…
人
猶
莫
之
拍
也
。
（
『
荀
子
』
正

論）

と
の
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
聖
王
の
時
代
に
盗
掘
が
な
か
っ
た

の
は
、
節
葬
し
て
い
た
た
め
で
は
な
く
、
優
れ
た
教
化
力
を
有
す

る
「
聖
王
」
の
時
代
は
盗
掘
を
す
る
者
な
ど
い
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
、
と
要
約
で
き
よ
う
（
注
12)
。
つ
ま
り
、
墨
家
の
が
聖
王
の
時

代
は
副
葬
品
が
な
か
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
聖
王
の
時
代
に

も
副
葬
品
は
存
在
を
し
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
儒
家
系
文
献
の
記
述
を
是
と
す
れ
ば
、
墨
家
の
葬
制
は
全

く
「
聖
王
制
為
」
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

以
上
よ
り
、
儒
家
か
ら
見
て
墨
家
の
葬
制
は
、
物
理
的
に
棺
榔

が
質
素
に
な
る
と
い
う
点
で
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
身
分
に

よ
る
棺
榔
の
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
貴
賎
の
別
を
無
み

す
る
」
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
葬
制
に
お
け

る
棺
榔
•
副
葬
品
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
墨
家
の
想
定
す
る
「
聖

王
制
為
」
は
儒
家
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
り
、
墨
家
が
己
の
葬
制

を
「
聖
王
制
為
」
に
基
づ
く
と
主
張
す
る
こ
と
は
全
く
認
め
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
ー
三
、
久
喪
と
短
喪
と

次
に
、
「
短
喪
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
先
ず
儒
家
の

「
久
喪
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
儒

家
の
提
唱
す
る
三
年
の
喪
と
は
最
大
三
年
の
意
で
あ
っ
て
、
そ
の

期
間
や
規
模
に
差
別
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
疎
の
別
を
表
し

て
い
る
。子

墨
子
公
孟
子
に
謂
い
て
日
く
、
「
（
引
用
者
注
…
…
儒
家
の
）

喪
礼
に
、
君
と
父
母
妻
後
子
と
の
死
に
は
、
三
年
の
喪
も
て

服
す
。
伯
父
叔
父
兄
弟
は
期
、
族
人
は
五
月
、
姑
姉
舅
甥
は

皆
な
数
月
の
喪
有
り
…
…
。
」
と
。
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子
墨
子
謂
公
孟
子
日
、
「
喪
礼
、
君
与
父
母
妻
後
子
死
、

年
喪
服
、
伯
父
叔
父
兄
弟
期
、
族
人
五
月
、
姑
姉
舅
甥
皆

有
数
月
之
喪
…
…
。
（
『
墨
子
』
公
孟
）

儒
家
が
喪
の
期
間
と
し
て
三
年
間
を
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、

『
論
語
』
に
、

子
日
く
、
「
予
の
不
仁
た
る
や
。
子
、
生
ま
れ
て
三
然

る
後
に
父
母
の
懐
を
免
る
。
夫
れ
三
年
の
喪
、
天
下
の
通
喪

な
り
。
予
や
其
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
ら
ん
か
。
」
と
。

子
日
、
予
之
不
仁
也
。
子
生
三
年
、
然
後
免
於
父
母
之
懐
゜

夫
三
年
之
喪
、
天
下
之
通
喪
也
。
予
也
有
三
年
之
愛
於
其

父
母
乎
。
」
（
『
論
語
』
陽
貨
）

と
あ
る
。
こ
の
理
論
で
い
え
ば
、
人
間
が
箇
月
で
「
親
の
懐
」

を
離
れ
る
訳
は
な
い
た
め
、
墨
家
の
主
張
は
不
人
情
な
も
の
と
判

断
さ
れ
よ
う
。

一
方
で
、
墨
家
は
儒
家
の
三
年
の
喪
を
「
久
」
喪
と
す
る
が
、

儒
家
の
主
観
に
お
い
て
は
、
全
く
「
長
す
ぎ
る
」
と
い
う
こ
と
は

な
い
。

三
日
に
し
て
食
す
は
、

民
に
死
を
以
て
生
を
傷
る
無
き
を
教

う
。
毀
し
て
性
を
滅
せ
ざ
る
は
、
此
れ
聖
人
の
政
な
り
。
喪
、

三
年
を
過
ぎ
ざ
る
は
、
民
に
終
り
有
る
を
示
す
な
り
。

三
日
而
食
、
教
民
無
以
死
傷
生
、
毀
不
滅
性
、
此
聖
人
之

政
也
。
喪
不
過
三
年
、
示
民
有
終
也
。
（
『
孝
経
』
喪
親
章
）

の
喪
は
、
二
十
五
月
に
し
て
畢
る
。
哀
痛
、
未
だ
尽
き

ず
、
思
媒
未
だ
忘
れ
ず
、
然
れ
ど
も
礼
是
を
以
て
之
を
断
ず

る
者
、
登
に
死
を
追
る
に
已
む
有
り
、
生
に
復
す
る
に
節
あ

る
を
以
て
な
ら
ず
や
。

三
年
之
喪
、
二
十
五
月
而
畢
、
哀
痛
未
尽
、
思
慕
未
忘
、

然
而
礼
以
是
断
之
者
、
登
不
以
送
死
有
巳
、
復
生
有
節
也

哉
。
（
『
荀
子
』
礼
論
）

子
路
に
姉
の
喪
有
り
。
以
て
之
を
除
く
べ
く
し
て
、
除
か
ざ

る
な
り
。
孔
子
日
く
、
「
何
ぞ
除
か
ざ
る
や
。
」
と
。
子
路

日
く
、
「
吾
れ
兄
弟
寡
し
。
而
し
て
忍
び
ざ
る
な
り
。
」
と
。

孔
子
日
く
、
先
王
礼
を
制
す
る
。
道
を
行
な
う
の
人
、
皆

な
忍
び
ざ
る
な
り
。
」
と
。
子
路
之
を
聞
き
、
遂
に
之
を
除

＜
 子

路
有
姉
之
喪
、
可
以
除
之
突
、
而
弗
除
也
。
孔
子
日
、

何
弗
除
也
、
子
路
日
、
吾
寡
兄
弟
而
弗
忍
也
。
孔
子
日
、

先
王
制
礼
、
行
道
之
人
、
皆
弗
忍
也
。
子
路
聞
之
、
遂
除
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こ
れ
ら
の
記
述
よ
り
、
儒
家
は
、
「
終
り
有
る
を
示
」
し
て
お
か

な
け
れ
ば
、
人
は
「
忍
び
ざ
る
」
が
為
に
、
喪
を
除
か
な
い
と
認

識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
放
っ
て
お
く
と
い
つ
ま

で
も
服
喪
を
続
け
る
（
も
し
く
は
哀
し
み
続
け
る
）
た
め
に
、
い
わ

ば
三
年
と
い
う
期
間
を
決
め
て
服
喪
を
短
ぐ
し
だ
と
い
う
意
識
が

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
『
墨
子
』
に
は
、
実
は
喪
の
期
間
に
つ
い
て
の

記
述
は
公
孟
篇
に
一
箇
所
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

公
孟
子
墨
子
に
謂
い
て
日
く
、
「
子
三
年
の
喪
を
以
て
非

と
為
す
。
子
の
三
日
の
喪
、
亦
た
非
な
り
。
」
と
。
子
墨
子

日
く
、
「
子
三
年
の
喪
を
以
て
三
日
の
喪
を
非
と
す
、
是
れ

猶
お
裸
の
、
撤
は
不
恭
と
謂
う
が
ご
と
し
。
」
と
。

公
孟
子
謂
子
墨
子
曰
、
子
以
三
年
之
喪
為
非
、
子
之
三
月

之
喪
亦
非
也
。
子
墨
子
日
、
子
以
三
年
之
喪
非
三
日
之
喪
、

是
猶
裸
謂
振
者
不
恭
也
。
（
『
墨
子
』
公
孟
）

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
墨
家
の
提
唱
す
る
服
喪
期
間
は
三
日
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
当
条
の
畢
況
注
に
、

之
。
（
『
礼
記
』
檀
弓
上
）

三
日
、
当
に
三
月
に
為
る
べ
し
。
『
韓
非
子
』
顕
学
篇
云
え
ら

く
、
墨
者
の
葬
や
、
…
…
服
喪
三
月
、
と
。
高
誘
注
『
淮
南

子
』
斉
俗
云
え
ら
く
、
三
月
の
服
、
是
れ
夏
后
の
礼
、
と
。

而
れ
ど
も
、
『
後
漢
書
』
王
符
伝
注
、
『
戸
子
』
を
引
き
て
云

え
ら
く
、
萬
喪
を
三
日
に
制
す
、
と
。
亦
た
当
に
月
に
為
る

べ
し
。
（
当
条
畢
注
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
三
ヶ
月
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
孫
胎
譲

『
墨
子
間
詰
』
も
こ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に

対
し
て
周
氏
は
、
諸
書
の
記
す
墨
家
や
萬
夏
の
喪
期
に
「
三
日
」

「
三
月
」
の
間
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
無
論
「
三
年
」

「
三
月
」
或
「
三
日
」
恐
伯
都
是
託
古
而
立
的
説
法
、
誰
也
無
法

判
定
執
是
執
非
。
畢
況
、
孫
胎
譲
以
這
資
料
校
改
墨
子
「
三
日
之

喪
」
、
恐
伯
並
不
妥
当
（
無
論
、
「
三
年
」
「
三
月
」
或
い
は
「
三
日
」
は
、

皆
な
古
に
託
し
て
立
て
た
説
で
あ
ろ
う
か
ら
、
誰
に
も
ど
ち
ら
が
是
で
ど

ち
ら
が
非
か
を
判
定
す
る
方
法
は
な
い
。
畢
況
•
孫
飴
譲
が
こ
の
資
料
を

以
て
墨
子
の
「
三
日
の
喪
」
を
改
め
る
の
は
、
決
し
て
妥
当
な
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
）
。
」
（
周
氏
前
掲
論
文
）
と
し
て
い
る
。
更
に
異
説
と
し

て
は
、
曹
輝
湘
は
当
条
に
、

今
、
子
の
治
喪
の
礼
を
を
按
ず
る
に
、
大
萬
に
本
づ
く
。

し
当
時
、
夏
礼
、
猶
お
伝
者
有
り
。
三
日
・
三
月
、
皆
な
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是
な
り
。
其
の
大
な
る
は
三
月
、
其
の
軽
き
は
三
日
な
る
の

み。
今
按
墨
子
治
喪
之
礼
、
本
乎
大
萬
。
蓋
当
時
夏
礼
猶
有
伝

者
。
三
月
三
日
皆
是
也
。
其
大
者
三
月
、
其
小
者
三
日
耳
。

（
当
条
『
墨
子
箋
』
）

と
注
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
従
え
ば
、
墨
家
に
は
三
月
と
三
日
と

の
二
つ
の
喪
制
が
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
墨
家
の
喪
制
に
「
大
」

と
「
軽
」
と
い
う
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
「
親

疎
の
別
」
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
儒
家
と
比
較
し
て

短
く
は
あ
れ
、
喪
制
に
関
し
て
は
「
親
疎
の
別
」
が
あ
っ
た
こ
と

と
な
る
。
し
か
し
、
『
荀
子
』
が
「
親
疏
月
数
の
等
無
く
」
（
礼
論
）

と
し
て
墨
家
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
三
日
」
「
三

月
」
の
ど
ち
ら
か
一
種
類
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
だ
と
す
れ
ば
、
儒
家
か
ら
見
た
墨
家
の
喪
礼
は
、
た
だ
短
い

だ
け
で
は
な
く
、
親
疎
の
差
別
が
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え

る。
ま
た
、
今
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
俄
に
は
判
断
し
得
な
い
が
、

ど
ち
ら
に
せ
よ
「
墨
子
の
喪
を
為
す
や
、
近
き
は
三
日
を
以
て
し
、

久
し
き
は
三
月
を
以
て
す
。
其
の
時
た
る
や
極
め
て
小
し
（
墨
子

之
為
喪
也
、
近
以
三
日
、
久
以
三
月
。
其
為
時
也
極
小
。
）
。
」
（
『
墨
子
箋
』

節
葬
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
儒
家
の
所
謂
「
三
年
の
喪
」
に
比
較

儒
家
は
己
の
三
年
の
喪
を
、
「
三
年
の
喪
と
は
何
ぞ
や
。

日
く
、

し
て
極
端
に
短
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

ま
た
、
『
墨
子
』
に
明
記
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
先
に
あ
げ
た

畢
注
や
『
墨
子
箋
』
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
墨
家
の
短
喪
説
は
夏

萬
の
制
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
『
孟
子
』
は
、

然
り
と
雖
も
、
吾
て
之
を
聞
け
り
。
三
年
の
喪
、
斉
疏
の

服
、
肝
粥
の
食
は
、
天
子
よ
り
庶
人
に
達
し
、
三
代
之
を
共

に
す
。雖

然
、
吾
嘗
聞
之
突
。
三
年
之
喪
、
斉
疏
之
服
、
紆
粥
之

食
、
自
天
子
達
於
庶
人
、
三
代
共
之
。
（
『
孟
子
』
膝
文
公
上
）

と
す
る
。
こ
こ
で
は
三
代
に
共
通
で
親
に
対
す
る
喪
は
三
年
と
さ

れ
て
お
り
、
や
は
り
『
墨
子
』
の
説
と
異
な
る
。

以
上
よ
り
、
儒
家
か
ら
見
て
、
墨
家
の
喪
期
は
、
単
に
短
い
と

う
点
が
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
親
疎
に
よ
る
差
別
が
な
く
な

る
こ
と
に
よ
り
、
「
親
疎
の
別
を
無
み
す
る
」
こ
と
が
問
題
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
ま
た
、
喪
期
に
関
し
て
儒
家
の
想
定
す
る
「
聖
王

制
為
」
は
墨
家
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
り
、
墨
家
が
己
の
喪
期
を

「
聖
王
制
為
」
に
基
づ
く
と
主
張
す
る
こ
と
は
全
く
認
め
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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前
章
で
は
、
墨
家
の
主
張
し
た
具
体
的
な
葬
喪
の
礼
の
中
身
に

つ
い
て
確
認
し
、
儒
家
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
相
違
点
を
確
認
し

た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
よ
り
こ
う
い
っ
た
葬

喪
の
礼
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の

際
、
孝
か
ら
み
た
節
葬
を
考
え
る
た
め
に
、
十
論
の
内
、
特
に
明

鬼
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

墨
家
が
、
己
の
鬼
神
論
と
儒
家
の
そ
れ
と
の
違
い
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
と
し
て
、
公
孟
篇
に
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

四
、
節
葬
と
明
鬼
と
「
親
疎
の
別
」
と
の
関
係

情
を
称
り
て
文
を
立
て
、
因
り
て
以
て
群
を
飾
群
り
、
親
疏
貴
賎

の
節
を
別
け
て
、
益
損
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
（
三
年
之
喪
何
也
。
日
、

称
情
而
立
文
、
因
以
飾
群
、
別
親
疏
貴
賎
之
節
、
而
不
可
益
損
也
。
）
。
」
（
『
荀

子
』
礼
論
）
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
儒
家
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
墨

家
の
葬
礼
は
、
身
分
に
よ
る
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴

賎
を
無
み
す
る
も
の
で
あ
り
、
喪
期
は
、
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
親
疎
を
無
み
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
は
、
儒
家
の
想
定

す
る
先
王
の
制
は
墨
家
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
が
「
聖
王
制
為
」
に
基
づ
く
と
い
う
主
張
も
全
く
認
め
ら
れ
な

い
妄
説
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
注
13)o

公
孟
子
日
く
、
「
鬼
神
無
し
。
」
と
。
又
日
く
、
「
君
子
必
ず

祭
祀
を
学
ぶ
。
」
と
。
子
墨
子
日
く
、
「
無
鬼
を
執
り
て
祭

礼
を
学
ぶ
。
是
れ
猶
お
客
無
く
し
て
客
礼
を
学
ぶ
が
ご
と
し
。

是
れ
猶
お
魚
無
く
し
て
魚
苦
を
為
る
が
ご
と
し
。
」
と
。

公
孟
子
日
、
無
鬼
神
。
又
日
、
君
子
必
学
祭
祀
。
子
墨
子

日
、
執
無
鬼
而
学
祭
礼
、
是
猶
無
客
而
学
客
礼
也
、
是
猶

無
魚
而
為
魚
苦
也
。
（
『
墨
子
』
公
孟
）

こ
の
議
論
は
、
儒
家
が
無
鬼
論
を
主
張
し
な
が
ら
厚
葬
久
喪
を

主
張
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
突
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
言
う
な
ら
、
墨
家
は
有
鬼
論
を
主
張
し
な
が
ら
薄
葬
短
喪

を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に
は
矛
盾
を
牢
ん
で
い

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
を
突
い
た
の
が
後
漢
の
王
充
で
あ
る
。

墨
家
の
議
、
自
ら
其
の
術
と
違
う
。
其
の
薄
葬
し
て
、
又
、

鬼
を
右
ぶ
。
鬼
を
右
び
て
効
を
引
き
、
杜
伯
を
以
て
験
と
為

す
。
杜
伯
は
死
人
、
如
し
杜
伯
を
謂
い
て
鬼
と
為
せ
ば
、
則

ち
夫
の
死
者
に
審
に
知
有
り
。
如
し
知
有
り
て
之
を
薄
葬
せ

ば
、
是
れ
死
人
を
怒
ら
し
む
る
な
り
。
人
の
情
、
厚
き
を
欲

し
て
薄
き
を
悪
む
。
薄
を
以
て
死
者
の
責
を
受
く
れ
ば
、
鬼

を
右
ぶ
と
雖
も
、
其
れ
何
の
益
あ
ら
ん
や
。
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墨
家
之
議
、
自
違
其
術
、
其
薄
葬
而
又
右
鬼
。
右
鬼
引
放
、

以
杜
伯
為
験
。
杜
伯
死
人
、
如
謂
杜
伯
為
鬼
、
則
夫
死
者

審
有
知
。
如
有
知
而
薄
葬
之
、
是
怒
死
人
也
。
〔
人
〕
情
欲

厚
而
悪
薄
、
以
薄
受
死
者
之
責
、
雖
右
鬼
、
其
何
益
哉
。
（
『
論

衡
』
薄
葬
）

こ
の
よ
う
に
王
充
は
、
薄
葬
短
喪
で
は
鬼
神
（
死
者
の
霊
）
が
怒

る
と
し
て
、
墨
家
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
（
注
14)o

諄
家
健
氏
は
右
論
衡
を
引
き
つ
つ
、
「
墨
子
主
張
節
葬
，
嘔
無
疑

義
是
応
該
肯
定
的
。
但
是
究
寛
如
何
分
析
評
価
，
也
還
有
些
問
題

値
得
討
論
（
墨
子
の
節
葬
を
主
張
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
も
疑
い
な
く
肯

定
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
分
析
評
価
す
る
か
に

は
、
ま
だ
い
さ
さ
か
討
論
に
値
す
る
問
題
が
あ
る
。
）
。
」
と
し
て
、
「
近

人
亦
多
認
為
墨
子
薄
葬
与
明
鬼
自
相
矛
盾
（
多
く
の
近
人
も
、
墨
子

の
薄
葬
論
と
明
鬼
論
と
に
矛
盾
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
）
。
」
（
『
墨
子
研
究
』

貴
州
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
四
八
頁
）
と
し
て
い
る
。

で
は
、
王
充
や
靡
氏
の
指
摘
す
る
こ
の
「
薄
葬
与
明
鬼
自
相
矛

盾
」
は
、
ど
の
よ
う
な
点
が
問
題
で
あ
り
、
ま
た
墨
家
内
部
で
は

ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関

し
て
、
靡
氏
は
続
け
て
明
鬼
下
篇
の
、

天
鬼
有
り
、
亦
た
、
山
水
鬼
神
な
る
者
有
り
。
亦
た
、
人
死

し
て
鬼
と
為
る
者
あ
り
。

有
天
鬼
、
亦
有
山
水
鬼
神
者
、
亦
有
人
死
而
為
鬼
者
。
（
『
墨

子
』
明
鬼
下
）

を
引
き
、
に
お
い
て
鬼
神
が
数
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
う
し
て
、
「
墨
家
明
鬼
，
重
点
在
千
強
調
天

鬼
的
賞
善
罰
悪
作
用
。
至
千
祖
先
之
鬼
神
如
何
顕
霊
，
他
没
有
講

過
。
而
所
謂
厚
葬
，
則
主
要
是
敬
奉
父
祖
，
与
敬
天
鬼
不
是
一
回

事
（
墨
家
の
明
鬼
論
は
、
そ
の
重
点
が
天
鬼
が
善
を
賞
し
て
悪
を
罰
す
る

作
用
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
祖
先
の
鬼
神
が
如
何
に
霊
駿
が
あ
る
か

に
は
、
説
き
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
所
謂
る
厚
葬
は
、
父
祖
を
敬
奉
す
る
の

が
主
で
あ
り
、
天
鬼
を
敬
す
る
の
と
同
じ
事
で
は
な
い
。
）
。
」
（
膵
氏
前
掲

書
、
一
四
九
頁
）
と
考
察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
「
鬼
神
」

語
を
用
い
て
は
い
る
が
、
節
葬
論
に
お
い
て
節
葬
の
対
象
と
な
る

の
は
「
父
祖
の
霊
」
で
あ
り
、
明
鬼
論
に
お
い
て
存
在
証
明
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
天
鬼
」
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
の
対
象

が
異
な
る
た
め
、
「
所
以
、
対
父
祖
之
喪
葬
力
求
簡
単
、
井
不
妨
碍

対
天
鬼
之
祭
祀
提
侶
虔
誠
（
父
祖
の
喪
葬
に
対
し
て
、
努
め
て
簡
単
に

す
る
よ
う
に
要
求
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
天
鬼
の
祭
祀
に
対
し
て
敬
虔

を
提
唱
す
る
に
邪
腐
と
は
な
ら
な
い
。
）
。
」
（
諏
氏
前
掲
書
、
一
四
九
頁
）

と
い
う
主
張
で
あ
る
（
注
1
5
)
0

確
か
に
、
『
墨
子
』
に
お
い
て
存
在
が
強
調
さ
れ
る
「
鬼
神
」
と
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は
、
「
能
＜
賢
を
賞
し
暴
を
罰
」
（
『
墨
子
』
明
鬼
下
）
す
る
が
為
に
、

「
一
豚
を
以
て
祭
り
て
、
百
福
を
鬼
神
に
求
む
」
（
『
墨
子
』
魯
問
）

る
対
象
と
な
る
よ
う
な
「
鬼
神
」
、
つ
ま
り
「
天
鬼
」
や
「
上
帝
鬼

神
」
と
さ
れ
る
「
鬼
神
」
で
あ
っ
て
、
「
人
鬼
」
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
ご
く
単
純
化
す
れ
ば
、
儒
家
は
「
タ
マ
シ
イ

(II
祖

先
）
」
は
祀
る
が
、
「
カ
ミ
サ
マ
」
に
は
冷
淡
で
あ
り
、
墨
家
は
「
カ

ミ
サ
マ
」
を
重
ん
じ
る
が
、
「
タ
マ
シ
イ
」
は
薄
葬
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
「
鬼
神
」
語
に
は
、
い
わ
ば
、
こ
の
「
カ
ミ
サ
マ
」

と
「
タ
マ
シ
イ
」
と
の
二
つ
の
概
念
が
含
ま
れ
て
お
り
、
儒
墨
両

家
の
議
論
に
は
、
こ
の
両
概
念
を
区
別
せ
ず
用
い
る
こ
と
に
よ
り

混
乱
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

た
だ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
も
、
明
鬼
下
篇
に
は
続
い
て
、

今
、
子
、
其
の
父
よ
り
先
に
死
し
、
弟
、
其
の
兄
よ
り
先
に

死
す
る
者
有
り
。
…
…
是
の
若
け
れ
ば
則
ち
先
に
死
す
る
者

は
、
父
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
母
、
兄
に
非
ざ
れ
ば
而
ち
娯
な
り
。

今
有
子
先
其
父
死
、
弟
先
其
兄
死
者
突
、
…
…
則
先
死
者

非
父
則
母
、
非
兄
而
姐
也
。
（
『
墨
子
』
明
鬼
下
）

と
あ
り
、
「
人
鬼
」
に
父
祖
の
霊
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
「
父
祖
之
喪
葬
力
求
簡
単
」
と
「
天
鬼
之
祭
祀
提
偶
虔
誠
」

と
が
背
反
し
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
王
充
の
「
知

有
り
て
之
を
薄
葬
す
る
が
如
け
れ
ば
、
是
れ
死
人
を
怒
ら
す
な
り
。
」

と
い
う
非
難
に
回
答
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
王
充

の
非
難
の
根
拠
は
、
「
父
祖
の
鬼
を
判
断
能
力
の
あ
る
存
在

(11
有

知
）
と
措
定
す
る
」
こ
と
と
、
「
そ
れ
を
薄
葬
す
る
」
こ
と
と
が
両

立
し
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
王
充
に
類
す
る
非

難
に
反
論
す
る
た
め
に
は
、
墨
家
は
己
の
説
が
、
「
鬼
神
は
無
知
と

措
定
」
し
、
か
つ
「
薄
葬
し
て
い
る
」
か
、
「
鬼
神
は
有
知
と
措
定
」

か
つ
「
薄
葬
し
て
い
な
い
」
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
証
明
す
る

必
要
が
あ
る
（
注
16)
。
こ
こ
で
、
「
人
鬼
」
が
判
断
能
力
の
あ
る
存
在

で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
、
墨
家
の
採
り
う
る
手
段
は

後
者
で
あ
る
。

彼
の
如
く
ん
ば
則
ち
大
だ
厚
く
、
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
大
だ

薄
し
。
然
ら
ば
則
ち
葬
埋
に
節
有
り
。
…
…
葬
埋
は
人
の
死

利
な
り
。
夫
れ
何
ぞ
独
り
此
に
節
無
か
ら
ん
。

如
彼
則
大
厚
、
如
此
則
大
薄
。
然
則
葬
埋
之
有
節
突
。
…

…
葬
埋
者
、
人
之
死
利
也
、
夫
何
独
無
節
於
此
乎
。
（
『
墨

子
』
節
葬
下
）

こ
れ
は
、
葬
の
薄
す
ぎ
る
国
と
中
国
と
を
比
較
し
、
埋
葬
が
極

端
に
簡
素
で
あ
っ
た
り
極
端
に
重
厚
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
誡

め
た
言
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
葬
埋
に
節
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
墨
家
自
身
は
己
の
主
張
す
る
葬
喪
を
「
適
切

な
葬
喪
よ
り
薄
い
」
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
墨
家
は
、
儒
家
の

三
年
の
喪
が
「
適
切
な
葬
喪
よ
り
厚
い
」
が
た
め
に
「
節
」
を
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
為
に
鬼
も
「
適
切
な
葬
喪
」
を
怒
る
こ

と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
儒
家
は
、
己
の
葬
喪
を
「
適
切
な
葬

喪
」
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
に
、
墨
家
の
葬
喪
を
「
適
切
な
葬
喪

よ
り
薄
い
」
と
判
断
す
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
両
家
共
に
自
家

の
葬
喪
を
そ
れ
ぞ
れ
「
適
切
な
葬
喪
」
と
認
識
し
て
お
り
、
不
孝

な
も
の
と
は
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
墨
家
の
葬
が
儒
家
の
そ
れ
に
対
し
て
比
較
的
薄
い
の
は

確
か
で
あ
る
。
で
は
、
墨
家
の
葬
は
儒
家
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
「
比

較
的
不
孝
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

子
墨
子
葬
埋
の
法
を
制
為
し
て
日
く
、
「
棺
三
寸
、
以
て

を
朽
ち
し
む
る
に
足
り
、
衣
三
領
、
以
て
肉
を
朽
ち
し
む
る

に
足
る
。
掘
地
の
深
、
下
に
疸
漏
無
く
、
気
、
上
に
発
洩
す

る
無
し
。
盤
は
以
て
其
の
所
を
期
す
に
足
れ
ば
、
則
ち
止
む
。

往
を
哭
し
来
を
哭
し
、
反
っ
て
衣
食
の
財
に
従
事
し
、
祭
祀

を
餌
け
て
、
以
て
孝
を
親
に
致
せ
。

子
墨
子
制
為
葬
埋
之
法
日
、
「
棺
三
寸
、
足
以
朽
骨
。
衣
三

領
、
足
以
朽
肉
。
掘
地
之
深
、
下
無
疸
漏
、
気
無
発
洩
於

上
、
盤
足
以
期
其
所
、
則
止
突
。
哭
往
哭
来
、
反
従
事
乎

衣
食
之
財
、
餌
乎
祭
祀
、
以
致
孝
於
親
。
（
『
墨
子
』
節
葬
下
）

こ
こ
で
は
、
葬
喪
を
簡
単
に
し
て
、
そ
の
分
の
労
力
を
祭
祀
に

ま
わ
す
よ
う
主
張
さ
れ
て
お
り
、
続
け
て
「
祭
祀
を
餌
け
て
、
以

て
孝
を
親
に
致
せ
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
墨
家
の
理
論
に
お
い
て
は
、

儒
家
が
推
奨
し
、
か
つ
当
時
流
行
し
て
い
た
礼
よ
り
も
葬
喪
を
簡

略
化
し
、
そ
の
結
果
生
じ
る
余
力
を
祭
祀
に
ま
わ
す
こ
と
が
「
孝
」

で
あ
る
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
墨
家
の
主
張
に
お

い
て
、
「
孝
」
は
主
要
な
位
置
を
占
め
る
主
張
で
な
い
が
、
こ
こ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
墨
家
も
孝
を
推
奨
し
て
い
た
。
こ
の
論
は
、

い
わ
ば
薄
葬
を
「
祭
祀
を
厚
く
す
る
こ
と
」
と
結
び
つ
け
て
、
薄

葬
そ
の
も
の
を
「
孝
」
と
措
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
墨

家
の
認
識
に
お
い
て
は
、
儒
家
と
の
比
較
と
し
て
も
己
の
薄
葬
は

不
孝
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
周
氏
は
、

「
「
伺
乎
祭
祀
」
不
疏
瞭
祭
祀
、
与
孔
子
的
「
祭
之
以
礼
」
没
両
様
、

都
是
「
致
孝
於
親
」
的
挙
措
。
何
以
謂
墨
子
「
節
葬
短
喪
」
便
是

「
戻
」
、
而
儒
家
「
厚
葬
久
喪
」
オ
是
「
孝
」
泥
（
「
祭
祀
を
伺
」
け

祭
祀
を
疎
か
に
し
な
い
の
は
、
孔
子
の
「
祭
る
に
礼
を
以
て
す
」
と
異
な

ら
な
い
。
皆
な
、
「
孝
を
親
に
致
す
」
行
為
で
あ
る
。
何
を
も
っ
て
墨
子
の

「
節
葬
短
喪
」
を
「
戻
」
と
し
、
儒
家
の
「
厚
葬
久
喪
」
を
「
孝
」
と
す

る
の
か
。
）
。
」
（
周
氏
前
掲
論
文
）
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
墨
子
薄
葬
与
明
鬼
自
相
矛
盾
」
と
い
う
「
矛
盾
」
は
、
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「
鬼
神
」
へ
の
対
応
を
「
葬
喪
」
の
み
に
限
定
し
、
さ
ら
に
墨
家

の
葬
を
「
適
切
な
葬
に
比
較
し
て
薄
す
ぎ
る
」
と
見
る
、
儒
家
の

側
か
ら
の
認
識
の
上
に
の
み
成
り
立
つ
矛
盾
で
あ
り
、
の
側

か
ら
は
特
に
矛
盾
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
続
い
て
、

今
、
緊
く
酒
證
菜
盛
を
為
り
、
以
て
祭
祀
を
敬
慎
す
。
若
し

鬼
神
を
し
て
請
に
有
ら
し
め
ば
、
是
れ
其
の
父
母
姐
兄
を
得

て
、
之
に
飲
食
せ
し
む
る
な
り
。
登
に
厚
利
に
非
ず
や
。

今
繋
為
酒
醜
菜
盛
、
以
敬
慎
祭
祀
、
若
使
鬼
神
請
有
、
是

得
其
父
母
姐
兄
而
飲
食
之
也
、
登
非
厚
利
哉
。
（
『
墨
子
』
明

鬼
下
）

と
あ
る
。
葬
喪
は
儒
家
の
そ
れ
よ
り
も
薄
い
と
は
い
え
、
墨
家
が

「
父
母
似
兄
」
を
物
質
的
（
「
為
酒
醗
菜
盛
」
）
に
も
精
神
的
（
「
敬
慎

祭
祀
」
）
に
も
祭
祀
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
（
注
17)
。
ま
た
、
祭
祀
の

対
象
と
な
る
「
鬼
」
に
つ
い
て
は
、

人
の
鬼
は
人
に
非
ざ
る
も
、
兄
の
鬼
は
兄
な
り
。
人
の
鬼
を

祭
る
は
人
を
祭
る
に
非
ざ
る
も
、
兄
の
鬼
を
祭
る
は
乃
ち
兄

を
祭
る
な
り
。

人
之
鬼
非
人
也
、
兄
之
鬼
兄
也
。
祭
人
之
鬼
非
祭
人
也
、

人
は
必
ず
し
も
皆
愛
せ
ず
。
故
に
死
と
生
と
週
か
に
殊
な
れ

り
。
兄
は
則
ち
己
の
愛
す
る
所
。
故
に
生
死
、
一
な
り
。

人
不
必
皆
愛
。
故
死
与
生
週
殊
。
兄
則
己
之
所
愛
。
故
生

死
也
。
（
『
墨
子
箋
』
大
取
）

と
し
て
お
り
、
「
親
疎
の
別
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
大

過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
明
鬼
説
を
採
る
墨
家
に
と
っ
て

父
祖
の
鬼
は
確
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
人
の
鬼

と
は
異
な
る
、
親
疎
の
別
の
あ
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
墨
家
の
節
葬
論
が
不
孝
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
理

な
お
、
当
該
箇
所
も
難
読
の
箇
所
で
あ
る
が
、
曹
耀
湘
『
墨
子

箋
』
は
、

と
あ
り
、
明
ら
か
に
「
人
」
即
ち
「
他
人
」
と
「
兄
」
と
を
区
別

し
て
い
る
。
こ
れ
と
似
た
文
章
は
大
取
篇
に
も
見
ら
れ
る
。

鬼
は
人
に
非
ざ
れ
ど
も
、
兄
の
鬼
は
兄
な
り
。

鬼
非
人
也
、
兄
之
鬼
兄
也
。
（
『
墨
子
』
大
取
、
下
二
五
八
頁
）

祭
兄
之
鬼
乃
祭
兄
也
。
（
『
墨
子
』
小
取
）
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お
わ
り
に

論
は
、
い
わ
ば
儒
家
の
立
場
に
立
っ
た
立
論
で
あ
り
、
墨
家
の
立

場
に
立
ち
、
さ
ら
に
祭
祀
と
い
う
面
を
も
含
め
て
判
断
す
れ
ば
、

墨
家
の
主
張
は
決
し
て
「
薄
葬
与
明
鬼
自
相
矛
盾
」
や
「
無
親
疎

之
別
」
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
墨
家
は
鬼
神
の
存
在
を
肯
定

す
る
が
、
「
父
祖
（
兄
）
の
鬼
」
に
注
ぐ
愛
は
他
人
の
鬼
に
注
ぐ
そ

れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
「
親
疎
の
別
」
が
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

墨
家
は
儒
家
か
ら
「
不
孝
」
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、

家
が
孝
を
唱
道
し
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
も

そ
も
墨
家
は
「
利
」
に
関
す
る
独
特
な
思
想
を
持
っ
て
お
り
、
そ

の
上
で
展
開
さ
れ
る
孝
観
は
儒
家
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
儒
家
は
墨
家
の
兼
愛
論
を
「
親
疎
の
別
を
無
み
す

る
」
も
の
、
即
ち
「
不
孝
」
だ
と
と
ら
え
批
判
し
た
。
ま
た
、
墨

家
の
節
葬
論
は
親
疎
貴
賎
に
よ
る
差
別
を
撤
廃
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
共
に
儒
家
か
ら
み
て
親
疎
・
貴
賎
の
別
を
否
定
す
る
も

の
と
認
識
さ
れ
た
。

後
漢
の
王
充
は
、
「
節
葬
論
」
と
「
明
鬼
論
」
と
が
矛
盾
す
る
と

論
じ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
儒
家
の
見
解
を
基
準
と
し
た
認
識

よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
墨
家
の
認
識
で
は
矛
盾
で
は
な
い
。

同
様
に
、
墨
家
は
節
葬
を
主
張
し
つ
つ
、
祭
祀
を
重
要
視
し
て
お

り
、
墨
家
か
ら
見
れ
ば
死
者
へ
の
態
度
は
決
し
て
冷
淡
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

畢
党
す
る
に
、
儒
墨
に
よ
る
互
い
へ
の
批
判
、
特
に
儒
家
側
か

ら
の
批
判
は
、
己
の
立
場
か
ら
の
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
そ
れ
は
、
別
の
学
派
か
ら
見
た
両
家
へ
の
評
価
に
表
れ
て

い
る
。

夫
れ
三
年
の
喪
、
是
れ
人
に
強
い
て
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
而

し
て
偽
を
以
て
情
を
輔
く
る
な
り
。
三
月
の
服
、
是
れ
哀
を

絶
ち
て
切
を
迫
む
る
の
性
な
り
。
夫
れ
儒
•
墨
、
人
情
の
終

始
に
原
ね
ず
し
て
、
務
め
て
以
て
相
反
の
制
を
行
な
う
。

夫
三
年
之
喪
、
是
強
人
所
不
及
也
、
而
以
偽
輔
情
也
。
三

月
之
服
、
是
絶
哀
而
迫
切
之
性
也
。
夫
儒
、
墨
不
原
人
情

之
終
始
、
而
務
以
行
相
反
之
制
。
（
『
淮
南
子
』
斉
俗
訓
）

こ
こ
で
は
、
儒
・
墨
の
葬
喪
説
は
ど
ち
ら
も
人
情
に
悸
る
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
適
切
な
喪
期
」
、
ひ
い
て
は
何

を
孝
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
そ
の
議
論
は
拠
っ
て

立
つ
学
派
の
立
場
よ
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
両
家
に
つ
い

て
、
法
家
で
あ
る
『
韓
非
子
』
は
、
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孔
子
・
倶
に
尭
舜
を
道
え
ど
も
、
取
舎
同
じ
か
ら
ず
。

皆
な
自
ら
真
の
尭
舜
と
謂
う
。
尭
舜
復
た
は
生
ぜ
ず
。
将
た

誰
に
か
儒
墨
の
誠
を
定
め
し
め
ん
や
。

孔
子
墨
子
倶
道
尭
、
舜
、
而
取
舎
不
同
、
皆
自
謂
真
尭
、

舜
、
尭
、
舜
不
復
生
、
将
誰
使
定
儒
、
墨
之
誠
乎
（
『
韓
非

子
』
顕
学
）

と
し
て
い
る
。
両
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
孝
を
行
な
っ
て
お
り
、
儒
家
の
認
識
を
離
れ
れ
ば
、
墨
家
の
孝

説
も
一
家
の
説
で
あ
っ
た
。
墨
家
が
「
不
孝
」
で
あ
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
、
多
分
に
『
孟
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
儒
家
の
認
識
を

通
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
な
ぜ
儒
家
は
こ
れ
ほ
ど
執
拗
に
墨
家
を
「
不
孝
」
と

ラ
ベ
リ
ン
グ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
儒
家
と
同

様
孝
を
推
奨
し
、
か
つ
そ
の
内
容
や
葬
礼
に
は
異
同
の
あ
る
墨
家

は
、
儒
家
の
目
に
最
も
先
鋭
な
競
争
相
手
と
写
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
、
儒
家
側
の
事
情
も
無
視
し
得
な
い
。

儒
家
は
己
の
葬
喪
を
人
倫
の
証
と
し
て
誇
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
主
張
は
完
全
に
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
儒
家
の
再
三

の
宣
伝
に
よ
っ
て
も
、
三
年
の
喪
が
「
長
す
ぎ
る
」
と
い
う
認
識

は
完
全
に
は
否
定
し
き
れ
ず
、
常
に
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
る
。

斉
の
王
喪
を
短
く
せ
ん
と
欲
す
。
公
孫
丑
日
く
、
期
の

喪
を
為
す
は
、
猶
お
已
む
に
愈
れ
る
か
。
孟
子
日
く
、
是
れ

ぁ

猶
お
其
の
兄
の
管
を
診
ら
す
も
の
或
り
、
子
之
に
謂
い
て
姑

＜
徐
徐
に
せ
よ
と
爾
云
う
が
ご
と
し
。

斉
宣
王
欲
短
喪
。
公
孫
丑
日
、
為
期
之
喪
，
猶
愈
於
巳
乎
゜

孟
子
日
、
是
猶
或
診
其
兄
之
腎
、
子
謂
之
姑
徐
徐
云
爾
。
（
『
孟

子
』
尽
心
上
）

そ
も
そ
も
、
孔
子
の
直
弟
子
の
宰
我
に
し
て
、
三
年
の
喪
に
疑

義
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
（
『
論
語
』
陽
貨
）
。
こ
の

よ
う
に
、
儒
家
の
孝
説
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
「
三
年
の
喪
」

が
脅
か
さ
れ
る
指
向
性
は
常
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
儒

家
は
そ
の
指
向
性
の
象
徴
的
言
説
と
い
え
る
墨
家
の
説
、
特
に
そ

の
孝
説
を
攻
撃
し
つ
づ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
『
墨
子
』
に
関
し
て
は
、
底
本
と
し
て
孫
胎
譲
『
墨
子
間
詰
』
（
新

編
諸
子
集
成
所
収
）
を
用
い
た
。
な
お
『
墨
子
間
詰
』
記
載
の
説

を
参
考
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
が
、
煩
を
避
け
る
た
め
一
々
注
記

し
な
い
。

(
2
)

そ
の
他
、
管
見
に
及
ん
だ
も
の
と
し
て
は
曹
方
林
氏
「
孝
道
的
論

注
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巴
蜀
書
社
、

争

」

（

『

孝

道

研

究

』

第

九

章

、

二

0
0
0
年
）
が
あ

る
。
ま
た
、
周
富
美
氏
「
論
墨
子
節
葬
説
」
（
『
台
大
中
文
学
報
』

第
三
号
、
一
九
八
九
年
）
が
節
葬
と
の
関
連
で
孝
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。

(
3
)
『
墨
子
』
に
表
れ
た
思
想
は
一
様
で
は
な
く
、
成
立
時
期
の
異
な
る

思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
学
界
の
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
稿
で
は
そ
の
問
題
は
暫
く
措
き
、
『
墨
子
』
に
表
れ
た
思
想
を
「
墨

家
思
想
」
と
し
て
「
儒
家
思
想
」
と
対
置
す
る
。

(
4
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
曹
氏
は
利
と
父
子
関
係
と
の
関
係
に
つ
い
て

「
首
先
，
墨
家
的
”
兼
愛
”
，
是
建
立
在
”
利
”
的
基
礎
上
，
・
:
・
:
若

果
利
少
，
或
元
利
，
其
愛
則
不
存
在
。
這
不
適
合
父
子
関
係
。
（
ま

ず
、
墨
家
の
「
兼
愛
」
は
「
利
」
の
基
礎
の
上
に
建
っ
て
お
り
…

…
、
も
し
利
が
少
な
い
、
或
い
は
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
其
の
愛
は

存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
父
子
関
係
に
は
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
）
」

（
曹
氏
前
掲
書
、
一
―
八
頁
）
と
す
る
が
、
こ
の
視
方
は
一
面
的

に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

(
5
)
楊
俊
光
氏
は
、
「
買
誼
論
”
孝
”
，
只
能
説
明
受
到
了
墨
家
思
想
的
影

響
（
買
誼
が
孝
を
論
じ
る
の
は
、
墨
家
思
想
の
影
蓉
を
受
け
た
と

し
か
説
明
で
き
な
い
。
）
。
」
（
『
《
墨
経
》
研
究
』
南
京
大
学
出
版
社
、

二
0
0
二
年
、
一
三
六
頁
）
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
儒

家
思
想
の
内
に
も
、
墨
家
的
孝
を
受
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

(
6
)
兼
愛
説
に
つ
い
て
は
浅
野
裕
一
氏
「
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解

ー
兼
愛
論
に
つ
い
て
ー
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
三
二
号
、
昭
和
四

九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
王
陽
明
は
「
至
親
と
路
人
と
同
じ
く
是
れ
愛
す
る
的
、
如
し
錮
食

豆
羹
の
得
れ
ば
則
ち
生
き
、
得
ざ
れ
ば
則
ち
死
し
、
両
つ
な
が
ら

全
う
す
る
能
は
ざ
れ
ば
、
寧
ろ
至
親
を
救
い
、
路
人
を
救
わ
ざ
る

も
、
心
又
た
忍
び
得
（
至
親
与
路
人
同
是
愛
的
、
如
甑
食
豆
羹
、

得
則
生
、
不
得
則
死
、
不
能
両
全
、
寧
救
至
親
、
不
救
路
人
、
心

又
忍
得
。
）
。
」
（
『
伝
習
録
』
上
巻
）
と
す
る
よ
う
に
、
当
然
親
疎
の

別
を
重
ん
じ
て
い
た
が
、
「
孟
子
楊
・
墨
を
閻
し
て
「
無
父
、
無
君
。
」

に
到
る
。
二
子
亦
た
当
時
の
賢
者
な
り
。
…
…
墨
子
の
兼
愛
は
、

仁
を
行
な
い
て
過
ぎ
た
る
の
み
（
孟
子
閻
楊
墨
至
於
無
父
無
君
。

二
子
亦
裳
時
之
賢
者
。
…
…
墨
子
兼
愛
、
行
仁
而
過
耳
。
）
。
」
（
『
伝

習
録
』
中
巻
）
と
も
し
て
お
り
、
墨
家
思
想
を
全
面
的
に
否
定
し

て
い
る
訳
で
は
な
い
。

(
8
)
韓
愈
「
読
墨
子
」
（
『
韓
昌
黎
集
』
巻
十
一
）
は
墨
家
説
を
擁
護
し

た
数
少
な
い
例
だ
が
、
こ
れ
も
墨
家
説
が
儒
家
説
と
一
致
す
る
こ

と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
墨
家
説
に
独
自
の
価
値
を
認
め
る
も

の
で
は
な
い
。

(
9
)
近
人
で
も
、
例
え
ば
張
純
一
は
、
「
夫
れ
墨
子
の
節
葬
の
旨
に
二
有

り
。
一
に
日
く
、
無
用
の
財
を
費
す
。
二
に
日
く
生
人
の
性
を
損

う
。
前
の
説
は
節
用
に
原
ぬ
る
者
な
り
。
故
に
倹
を
主
と
す
。
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後
の
一
説
は
兼
愛
に
原
ぬ
る
者
な
り
。
故
に
仁
を
主
と
す
（
夫
墨

子
節
葬
之
旨
有
二
。
一
日
費
無
用
之
財
。
二
日
損
生
人
之
性
。
前

之
一
説
、
原
於
節
用
者
也
。
故
主
於
倹
。
後
之
一
説
、
原
於
兼
愛

者
也
。
故
主
於
仁
。
）
。
」
（
『
墨
子
集
解
』
説
葬
下
）
と
し
、
康
氏
は

「
墨
子
則
主
張
薄
葬
短
喪
、
因
為
在
「
兼
愛
」
的
原
則
之
下
已
経

不
復
存
在
親
疏
之
別
、
厚
葬
久
喪
等
関
於
孝
道
的
措
施
自
然
是
多

余
的
了
。
況
且
、
厚
葬
久
喪
需
大
量
浪
費
社
会
財
富
、
損
害
人
民

健
康
、
破
壊
正
常
生
産
、
又
影
響
人
口
的
増
殖
（
墨
子
は
薄
葬
短

喪
を
主
張
し
、
「
兼
愛
」
の
原
則
の
下
で
は
、
す
で
に
親
疎
の
別
は

存
在
し
な
い
た
め
、
厚
葬
久
喪
な
ど
孝
道
に
関
す
る
行
為
は
自
然

と
余
分
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
厚
葬
久
喪
は
大
量
に
社
会
の
富
を

浪
費
し
、
人
民
の
健
康
を
損
な
い
、
正
常
な
生
産
を
破
壊
し
、
人

ロ
増
殖
に
影
響
を
与
え
た
。
）
。
」
（
康
氏
前
掲
書
、
ニ
―
三
頁
）
と

す
る
。
た
だ
、
両
者
と
も
節
葬
説
が
節
用
説
と
兼
愛
説
と
に
基
づ

く
と
の
主
張
だ
が
、
そ
の
「
兼
愛
」
が
表
す
内
容
が
異
な
っ
て
い

る
。
本
稿
の
目
的
と
外
れ
る
た
め
詳
説
は
避
け
る
が
、
こ
れ
は
両

者
の
兼
愛
説
理
解
の
混
乱
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(10)
た
だ
、
こ
れ
も
文
献
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
、
『
孟
子
』
で

は
、
「
日
く
、
古
は
棺
榔
に
度
無
し
。
中
古
は
棺
七
寸
‘
榔
之
に
称

う
。
天
子
自
り
庶
人
に
達
す
（
日
、
古
者
棺
榔
無
度
、
中
古
棺
七

寸
、
榔
称
之
、
自
天
子
達
於
庶
人
。
）
。
」
（
公
孫
丑
下
）
と
あ
り
、
「
中

古
」
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
身
分
差
が
見
ら
れ
な
い
。

(11)

た
だ
、
勿
論
両
者
の
理
想
と
す
る
古
代
の
葬
制
が
実
際
に
行
な
わ

れ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
墨
家
の
制
は
夏
萬
の
制
に
も

と
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
が
（
後
述
）
、
例
え
ば
呂
思
勉
は
こ
の
『
礼

記
』
の
一
節
と
『
淮
南
子
』
の
「
有
虞
氏
用
瓦
棺
，
夏
后
氏
聖
周
，

殷
人
用
梓
。
」
（
氾
論
訓
）
や
、
そ
の
高
注
「
萬
世
無
棺
棒
。
以
瓦

広
二
尺
、
長
四
尺
、
側
身
累
之
蔽
土
、
日
聖
周
。
」
（
当
条
高
注
）

な
ど
と
を
比
較
し
、
「
然
則
夏
時
実
未
能
以
木
為
棺
、
安
有
桐
棺
三

寸
之
事
（
そ
う
で
あ
れ
ば
、
夏
の
時
に
は
ま
だ
木
で
棺
を
作
っ
て

い
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
桐
の
三
寸
の
棺
と
い
う
事
が
あ
る
だ
ろ

う。）。
J

(
「
桐
棺
三
寸
非
萬
制
」
『
読
史
札
記
』
）
と
結
論
づ
け
て
お

り
、
周
氏
は
、
「
墨
子
節
葬
既
非
但
用
夏
法
，
則
「
棺
」
便
不
一
定

非
「
桐
棺
」
不
可
了
（
墨
子
の
節
葬
は
た
だ
夏
の
制
度
を
用
い
る

の
で
は
な
い
た
め
、
「
棺
」
は
必
ず
「
桐
棺
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
）
。
」
（
周
氏
前
掲
論
文
）
と
し
て
い
る
。

(12)

こ
の
論
旨
で
は
「
聖
王
」
の
時
代
に
盗
掘
の
心
配
が
な
い
こ
と
を

証
明
し
て
は
い
て
も
、
墨
家
の
論
じ
て
い
る
当
時
に
関
し
て
そ
れ

が
立
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
な
お
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
孟

冬
紀
安
死
・
節
葬
の
両
篇
に
こ
の
点
に
関
す
る
詳
説
が
あ
る
。

(13)
ま
た
、
孟
子
は
墨
者
夷
子
に
対
し
て
、
葬
に
つ
い
て
「
中
心
よ
り

面
目
に
達
す
る
な
り
。
」
（
『
孟
子
』
膝
文
公
上
）
と
語
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
暗
に
墨
家
の
葬
を
非
人
情
的
で
あ
る
と
い
う
に
等
し
い
で

あ
ろ
う
。
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(14)

王
充
自
身
の
喪
葬
に
関
す
る
説
に
つ
い
て
、
大
久
保
隆
郎
氏
は
「
且

つ
、
王
充
の
薄
葬
論
は
、
こ
の
両
者
（
引
用
者
注
…
…
儒
家
と
墨

家
と
）
を
止
揚
す
る
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
（
「
王
充
の
薄

葬
論
に
つ
い
て
」
『
人
文
論
究
』
第
二
六
号
、
昭
和
四

0
年
）
と
す

る。

(15)
ま
た
大
久
保
氏
は
、
「
要
す
る
に
、
墨
子
に
お
け
る
「
鬼
神
」
と
「
薄

葬
」
の
主
張
は
、
論
理
的
に
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
矛
盾
を
統
一
し
て
い
た
も
の
は
、
現
実
社
会
の
混
迷
す
る
秩

序
を
回
復
し
て
、
新
た
な
る
秩
序
を
志
向
す
る
、
秩
序
意
識
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
「
墨
子
の
「
節
葬
」
「
明
鬼
」

の
論
理
は
、
政
治
的
か
つ
倫
理
的
な
要
請
の
下
に
組
み
立
て
ら
れ

て
い
る
。
」
（
大
久
保
氏
前
掲
論
文
）
と
し
て
、
そ
の
「
要
請
」
と

「
論
理
」
と
を
弁
別
し
て
考
察
し
て
い
る
。

(16)
も
し
く
は
、
「
鬼
神
は
無
知
」
か
つ
「
薄
葬
し
て
い
な
い
」
で
も
よ

い
が
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
主
張
で
は
な
か
ろ
う
。

(17)

た
だ
、
当
該
箇
所
は
「
無
鬼
を
執
る
者
」
の
「
意
も
親
の
利
に
忠

ら
ず
し
て
、
而
も
孝
子
為
る
こ
と
を
害
す
る
か
」
と
い
う
非
難
に

対
す
る
回
答
で
あ
る
。
「
無
鬼
を
執
る
者
」
が
儒
家
を
想
定
し
た
も

の
だ
と
す
れ
ば
、
「
非
其
鬼
而
祭
之
、
餡
也
。
」
（
『
論
語
』
為
政
）

と
す
る
儒
家
が
「
是
れ
其
の
父
母
似
兄
を
得
て
、
之
に
飲
食
せ
し

む
る
な
り
。
」
と
い
う
よ
う
な
「
其
の
鬼
」
の
み
を
対
象
と
す
る
「
祭
」

に
対
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
非
難
が
墨
家
的
「
祭
」

に
対
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
世
利
益
を
求
め
て
行
な
わ

れ
た
「
上
帝
鬼
神
」
や
「
天
鬼
」
と
い
っ
た
「
鬼

(11
カ
ミ
サ
マ
）
」

を
対
象
と
し
た
「
祭
」
に
向
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
こ
の
回
答
は
、
「
鬼
」
と
い
う
用
語
の
二
義
性
を
利
用
し
て
、

い
わ
ば
非
難
を
誤
腐
化
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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